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はじめに 

 

 2019 年 10 月 3 日に尾﨑治夫会長からいただいた諮問内容は、「受動喫煙防止条例

施行下でのタバコ対策の進め方 ～ハームリダクションについての考え方も含めて～」

であった。 

当委員会では、コロナ禍の影響下で途中 3 カ月間の空白を生じたものの、その後

Web 参加を含めたハイブリッド形式を取り入れながら月 1 回の委員会を通じて検討

を重ねてきた結果、以下のとおり答申をまとめたので報告する。 

2020 東京オリンピック・パラリンピックは 2021 年に延期となり、現時点では従来

どおりの形式での開催は難しい状況となっているが、改正健康増進法や東京都受動喫

煙防止条例は 2020 年 4 月に施行された。 

このことも踏まえ、東京都医師会員に対する“タバコ対策を推進するための受動喫

煙等に関するアンケート”を実施。この結果も参考に、これからのタバコ対策の中心

的役割を担う受動喫煙防止対策を多職種の方々と手を携え、効果的に推し進めていき

たいと考えている。 

 

 

 

2021 年 3 月 

東京都医師会タバコ対策委員会 

委員長   坂井 典孝 
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Ⅰ．タバコ対策を推進するための受動喫煙等に関するアンケート 

集計結果 

 
 2020 年 4 月から改正健康増進法と東京都受動喫煙防止条例が施行され、受動喫煙

防止を含めたタバコ対策の強化が一層重視されていることから、東京都医師会 A 会

員の受動喫煙や禁煙対策に関する意識等を調査するため、以下のとおりアンケート

を実施した。集計結果を、次頁以降に掲載する。 
 

１．対象   
   東京都医師会 A 会員  8,154 名 ※ 

※A 会員のうち、東京都医師会からの送付物を希望しない者を除く。 

 
２．実施期間 

   2020 年 9 月 10 日～2020 年 9 月 23 日 
 

３．実施方法 
  対象者へダイレクトメールでアンケート用紙を送付。対象者は、FAX または

返信用封筒により回答を返送。 
 
４．回答数 
  2,552 件（回収率 31.3％） 
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Ⅱ．タバコ対策を推進するための受動喫煙等に関するアンケート 

集計結果を踏まえて 

 

Q1．受動喫煙防止条例が施行されたにも関わらず、受動喫煙を経験した会員が半数以上に

のぼり、路上、喫煙所周辺、飲食店の順に多かった。屋内の喫煙規制強化の下、如何に

歩きタバコを含めた路上での喫煙を防止するかの対策が必要である。喫煙所周辺での受

動喫煙を経験する例も多い事は、喫煙所そのものが受動喫煙を防ぎ得ない証拠であり、

唯一の解決策は喫煙所廃止である。飲食店での受動喫煙も多い現状は条例の施行が徹底

されていない懸念があり、今後如何に条例施行を推し進めていくかが課題である。 
 
Q2．受動喫煙の健康障害に関してはほとんどの会員が認識しているため、今後会員が都民

に啓発していく施策を構築する必要がある。 
 
Q3．新型タバコの有害性に関しては、半数以上の会員が認識している一方、はっきりとは

認識していない会員も相当数おり、逆に有害性が低いと認識している会員も 1 割程度い

る。今後新型タバコの有害性を会員に如何に伝えていくかも課題である。 
 
Q4．禁煙治療に関するハームリダクションに関しては、聞いたことがない会員が半数以上

おり、認知度が低いことがわかった。反面、知っている会員の中で、加熱式タバコを限

定的に使用可という会員が 25％いることから、今後用語の正しい理解を広めることと、

ハームリダクションとして用いることの危険性を周知するという両面対策を如何に行

っていくかが問題となる。 
 
Q5．新型タバコに関する規制に関しては、75％以上が一層の強化の必要性があるとしてい

ることより、新型タバコも受動喫煙に悪影響を及ぼすという認識は会員に広く認知され

ていると考えられる。10％のわからないと答えた層も含めて、今後さらなる新知見を蓄

積し会員に広めることで、医療専門家集団として店舗内などでの加熱式タバコ（新型タ

バコ）の規制強化が進めやすい環境作りに如何に協力できるかを検討する必要がある。 
 
Q6．未成年者への喫煙防止教育の必要性に関しては、ほぼ全員の会員が必要性を認識して

いる。未成年者へ望まない受動喫煙を防止することの重要性を伝えていく中で喫煙行為

に走らせないようにしていくかが大切である。 
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Q7．タバコ対策の基本条約である FCTC に関しては名前を知らない会員が約 60％、内容を

知らない会員が約 20％に達している。8年前の調査では知らなかった会員が 40％であり、

時間経過とともに認知度はむしろ低下していた。今後日本語での略称の用語改訂も含め、

内容に関する啓発や周知の仕方を如何に行うかも課題である。場合によっては FCTC に

頼らない方策を模索する必要性があるのかもしれない。 
 
Q8．当委員会肝入りの 2019 年刊行「タバコ Q&A 改訂第 2 版」の認知度が半数であったこ

とは衝撃的であった。医療者である以上、多少は頭の片隅に残るであろうことも鑑みる

と、会員の手元にきちんと届いていたかどうかの検証の必要性が出てきた。利用する機

会がないと答えた 4 割の会員も含めて、今後周知の方法や啓発の機会、宣伝活動などを

再度検討する必要がある。 
 
Q9．現在禁煙外来を行っている医療機関は 20％ほどで、行っていない医療機関のうち 14％

は条件が整えば行いたい意向があった。この点に関しては自由記載の項で、CO 測定器

設置費用など設備投資に費用が掛かることや申請の煩わしさ等の他、特殊な資格や専任

看護師が必要など誤解されている面も見受けられた。少しでも、禁煙外来数を増やし、

禁煙促進するためには、費用面などでの行政へのアプローチの他、禁煙外来設置のため

に東京都医師会と地区医師会が連携した準備講習会などの開催なども必要となるだろ

う。 
 
回答者背景（男性医師：女性医師 3：1） 
非喫煙者 93.7％（うち過去喫煙者 40.8％） 喫煙者 2.7％  
過去喫煙者；吸いはじめ年齢 20 代 68.8％ 10 代 25.7％＜現喫煙者もほぼ同様＞  
禁煙年齢 30 代 31.8％ 40 代 24.2％ 20 代 21.5％  
現喫煙者の使用タバコ 紙巻き 58.0％ 加熱式 43.5％ 
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Ⅲ．新型タバコを含めたタバコに関する知識の整理 

 

１．新型タバコによる受動喫煙  

アドバイザー  作田 学 

 
はじめに 

 新型タバコ（加熱式タバコ、電子タバコ）においても、受動喫煙は起こる。むしろ、タ

バコの煙が見えにくいベープ（エアロゾル）になっただけ、防ぎようがない場合もありう

る。燃焼式タバコの場合は PM2.5 で煙の広がりを察知できるが、新型タバコの場合は、

TVOC（Total volatile organic compounds=総揮発性有機化合物）で測定をする。 
 
新型タバコによる受動喫煙の現象 

 １．夜行バスで受動喫煙に逢った化学物質過敏症の患者の経験： 
これまで嗅いだことのない臭いに、最初はサンドハンドスモークの強い乗客がいる

のかと思っていましたが、二度目の臭いが漂ってきた後、激しい頭痛と吐き気に襲わ

れ、身動きすら取れませんでした。 
頭は割れるように痛く、少しでも頭を動かすと吐いてしまいそうで、時計を見るこ

とも乗務員に報告するためのインターフォンを取ることもできず、一晩中息苦しさを

我慢しながら耐えていました。 
だんだん呼吸するのも儘ならなくなり、受動喫煙で死の恐怖を感じたのは、これが

初めてです。 
明け方、意識がなくなり（眠った、とも言えるかもしれませんが、感覚的には眠気

で入眠したという感覚ではなく、激しい頭痛と吐き気があるなか気を失った、という

感覚です）、気がついたら目的地付近になっていました。 
その後も吐き気と頭痛は続き、この出来事があって以降、これまでタバコの臭いに

のみ反応して起きていた体調不良が、柔軟剤や整髪料などの強い香料つきの日用品・

ディーゼル排ガス・コーヒー等にまで反応するようになってしまいました。 
 ２．喘息の患者 

咳が出ます。 
 ３．鼻の奥がピリピリする感じがします。 

（鼻の奥にべったり張り付いた感じ、鼻の奥がピリピリするなどはよく耳にするこ

とである。） 
 ４．受動喫煙の訴え 

我が家の隣に新築し引越してきた家族 2 名が加熱式タバコを毎日 30 分おきに喫煙し

換気扇で飛ばし我が家に副流煙が入ってきます。家中に化学物質が充満し臭くて鼻痛、

頭痛で何件も病院に通い、結果、1 年半で副鼻腔炎から今は化学物質過敏症の症状にな

りタバコを少しでも匂うと反応してしまいます。隣家に話しても理解せず、改善され
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ません。喫煙者は加熱式タバコは匂いが無いと言いますが、私は臭いますし化学物質

で体調不良になります。耐えられない頭痛で 1 度救急車を呼びました。外の綺麗な空

気を吸うと治りました。 
加熱式タバコ受動喫煙した瞬間からの症状、頭痛、歯痛、鼻詰まり、目の充血かゆ

み、全身かゆみ湿疹、喉の痛み、イガイガ、咳、タン、筋肉だるくなる、物忘れ、眠

気、ありとあらゆる症状が出ます。 
加熱式タバコは体験から化学物質の量が非常に多いと思います。 以上です。 

５．加熱式タバコの受動喫煙に遭遇した方の発言 
先日、屋外の駐車場内にて 15～20 メートル先でアイコスを吸引していた女性がおり、

風が強かったため、その呼出する蒸気に曝露し、急性症状が出現しました。鼻腔内の

違和感となります。主に左の鼻に違和感が現れました。燃焼式であれば鼻の先に煙を

感じた時点ですぐに息を止めて、それ以上の受動喫煙が防げるのですが、加熱式の蒸

気は粒子状の成分が少ないためか気付きにくく、鼻の奥にまで蒸気を吸い込んでしま

いました。感覚としては鼻の粘膜にピットリと何かが貼り付くような感じの不快感が

ありました。すぐにその場を離れましたが、この不快感は 1 時間程は継続しました。 
６．化学物質過敏症を発症したケース 

千葉県在住で、都内に勤務しております。40 代（男）です。今年の半ばに、加熱式

たばこの喫煙者の呼気（喫煙後の呼気）が主原因となり、化学物質過敏症を発症しま

した。診断書も出ております。 
今は、加熱式たばこを吸った後の喫煙者とすれ違うだけで、眩暈や舌が痺れる、気

道が収縮し息が苦しくなる等の症状が発生します（一般的な葉たばこではこのような

症状は発生しません）。 
また、柔軟剤、洗剤、衣料品店などの匂いに強く反応してしまいます。 
周囲には、加熱式たばこが原因で、アトピーになった人も出ました。 
フィリップ・モリスや JT 等は、有害物質 9 割削減と宣伝しておりますが、従来のた

ばことは全く異なる有毒物質が、喫煙者の呼気から吐き出されていることは、自分の

体験からも明確です。 
７．加熱式タバコによる受動喫煙症状 

私の場合、加熱式たばこの銘柄により、少し症状が変わります。 
アイコス：舌が痺れる、口内炎が出来る、息がしづらくなる。 
プルームテック、グロー：舌痺れなし。気持ち悪くなる。息が上がる。頻繁に、そ

のまま過呼吸になる。 
 
新型タバコのベープ・エアロゾルには何が入っているのか 

 プロピレングリコールは酸化してベープになると、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒ

ド、メチルグリオキサルになる。 
 グリセロールが酸化してベープになると、ホルムアルデヒド、アクロレイン、グリオキ

サル、メチルグリオキサルになる。 
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 プロピレングリコール、グリセロールはベープの主成分であり、これらは加熱式タバコ、

新型タバコ、電子タバコに共通している。ベープである限り、これらが混入することは避

けられない 1),2)。 

 
  2016  第 5 回たばこの健康影響評価専門委員会 電子タバコ 望月友美子先生のスライドから  

        
加熱式タバコのエアロゾルの測定 

 TVOC が使える。TVOC には様々な物質が関与してくるが、主としてプロピレングリコ

ールであろうと考える。TVOC は 400μg/m3 以上が異常値である。 
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その他、何が入っているのか？ 

 フィリップ・モリス（PM）がアイコスについて FDA に内容を報告しているが、その中

に意図的に報告していなかった物質がある。それは以下のようであり、毒性物質、発がん

が疑われている物質など様々である 3)。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
まとめ 

 加熱式タバコ、新型タバコ、電子タバコは、本質的にベープ（エアロゾル）を発生させ

なければならない。この過程においてグリセロール、プロピレングリコールを使わざるを

得ず、それが酸化すると様々な発がん・毒性物質を生じる。 
主なものとしてはホルムアルデヒド、アクロレイン、グリオキサールであるが、その他

エチルベンゼン、フラン、ジメチルアニリン、シクロアルケン、リナロールオキシド、シ

クロヘキサン、フラノン、フランメタノールなどの化学物質を生じる。 
 これらは生体に発がん作用のほか、様々な刺激作用を生じ、これが新型タバコによる受

動喫煙症を生じていると考える。 
 
参考文献 

日本禁煙学会 禁煙学第 4 版、南山堂、東京、2019 
1) 田淵貴大：ibid 加熱式タバコ p16 
2) 松崎道幸：ibid 加熱式タバコの人体毒性 p22 
3) 石田雅彦：アイコスの「フィリップ・モリス」はなぜ 「嘘」を繰り返すのか  
  https://news.yahoo.co.jp/byline/ishidamasahiko/20200626-00185035/ 
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２．新型コロナウイルス感染症と喫煙（新型タバコを含む） 

ⅰ）COVID-19 パンデミック下における「科学的根拠に基づいたタバコ対策」の方向性 

委員  野村 英樹 

 
科学的根拠に基づく方針決定（evidence-based policy making）の推進を 

新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）感染のパンデミックは、従来の社会のあり方に大き

な影響を与えている。タバコ対策にも何らかの変化が求められる可能性があるが、その際

に医師会が果たすべき役割は、科学的根拠に基づく方針決定（evidence-based policy making）
を推進することである。都民や国民の健康と幸福全体を視野に入れながら、科学的に認め

られた手法を用いて研究結果を厳しく吟味し、真に科学的に正しいと判断される結果に基

づいて、また倫理的にも社会に受入れられる方針を決定することを徹底して初めて、東京

都医師会が打ち出す方針は多くの市民の賛同を得ることができると考える。 
 
科学的根拠とは「臨床疫学研究」から得られた根拠である 

科学的根拠に基づく方針決定（evidence-based policy making）における「科学的根拠」と

は、「臨床疫学研究」から得られた根拠である。病態生理学的な研究の成果は、曝露因子（こ

こでは喫煙）と疾患及びその合併症の発生、さらには死亡などのアウトカムとの間に統計

的関連（すなわち臨床疫学的根拠）が示された場合に、両者の因果関係を推定したり、診

断法や治療法を開発したりするうえでは有用であるが、臨床疫学的根拠が十分ではない時

に、病態生理学的な研究成果が曝露因子とアウトカムの発生との関連を示す科学的根拠と

はなり得ない。 
 
新型コロナウイルスのパンデミック下でタバコ対策の推進に新たな科学的根拠は必要か 

これまでの近代医学における膨大な研究成果の積み重ねにより、喫煙が肺を含めた呼吸

器系や心臓や脳を含む心血管系に極めて大きな害があり、経年的にそれらの機能を低下さ

せることは確立された科学的事実である。加えて、喫煙者や元喫煙者は非喫煙者と比較し

て市中肺炎などの呼吸器感染症に罹患しやすく 1)、重症化しやすく、死亡する確率が高く、

禁煙によりそのリスクが軽減する 2)ことも明らかとなっている。これらの確固たる科学的

根拠は、肺炎の一つであり、また心血管系の合併症を起こす COVID-19 への対策に初期設

定として適用されるべきである。 
また呼吸器感染症以外にも、様々な疾患の発症や重症化、死亡と喫煙（受動喫煙も含む）

との因果関係が明らかとなっている。日本で 1 年間に受動喫煙により亡くなる人の数が

15,000 人、喫煙による超過死亡数が 129,000 人と報告されていることから、タバコ対策は

過去数十年にわたり、最優先で推進されるべき公衆衛生上の最大の課題であり続けている。

一方で、2021 年 3 月 6 日 23:59 時点の日本における COVID-19 による累積死亡者数は 8,238
人であり、過去最大の月間死亡者数は今年 1 月の 2,261 人である。 

これらのことから、タバコ対策は COVID-19 のパンデミック下でも推進すべき課題であ

り続けており、例えば（非現実的な想定ではあるが）タバコが COVID-19 による死亡数や
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重症者数を大きく減らす効果があることを示す確実な科学的根拠が現れ、かつ、COVID-19
による死亡数が現状よりさらに増加の恐れがある状況にでもならない限り、従来と同様に

最大限のタバコ対策を進めていくべきである。その意味では、新型コロナウイルスのパン

デミック下である現在にあっても、タバコ対策の推進に新たな科学的根拠は必ずしも必要

ではない。 
 
新型コロナウイルスと喫煙との関連を知るためにはどのような研究が必要か 

市民にとっての関心事と思われる、次の 4 つの課題を検討する。すなわち、SARS-CoV-2
に未感染の現喫煙者や元喫煙者は、一度も喫煙したことがない人（ここでは非喫煙者と呼

ぶ）と比較して、 
1．どの程度 SARS-CoV-2 に感染しやすいか 
2．どの程度新型コロナウイルス感染症（COVID-19）により入院しやすいか 
3．どの程度重症の COVID-19 になりやすいか 
4．どの程度 COVID-19 で死亡しやすいか 

 ここで、市民が検査を受けるか否かに始まり、COVID-19 により死亡するかどうかまで

の流れは、下図のようになる（自宅で死亡するケースなどの例外を除く）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1～4 の課題に答えるためには、現喫煙者、元喫煙者、及び非喫煙者のそれぞれについて

図の①～④の確率を調べ、喫煙者対非喫煙者、あるいは元喫煙者対非喫煙者の比を計算す

れば良いことになる。①～④の確率は、ある地域や国の住民（現喫煙者、元喫煙者、非喫

煙者が含まれる）を対象とし、SARS-CoV-2 の検査を受けたかどうか、検査陽性だったか

どうか、入院したかどうか、重症化したかどうか、死亡したかどうかを全て追跡すれば、

直接知ることができる。このような研究を、「住民基盤コホート（population-based cohort）
研究」と呼ぶ。 
 さてここで、 

a［市民が検査を受ける確率］ 
b［検査を受けた人が陽性となる確率］ 
c［検査陽性の人が入院する確率］ 
d［入院した人が重症化する確率］ 
e［入院した人が死亡する確率］ 
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とすると、理論的に①～④の確率はそれぞれ 
① a×b 
② a×b×c 
③ a×b×c×d 
④ a×b×c×e 

で表すことができる。ここで、d や e の数値は、入院した人だけを追跡する「病院基盤コ

ホート（hospital-based cohort）研究」から得ることはできる。しかし、科学的根拠に基づく

方針決定を行ううえで重要なのは、d や e の数字の、喫煙者対非喫煙者、あるいは元喫煙

者対非喫煙者の比だけを見て方針を決定してはならない、ということである。なぜなら、d
や e の前には住民基盤コホート研究からしか得られない a×b×c の掛け算があり、その数字

いかんによって、③や④の数字は大きく変化するためである。すなわち、仮に「入院した

喫煙者は入院した非喫煙者と比較して COVID-19 の重症化率が高い」ことを示すデータが

提示されたとしても、コロナに感染する前の一般住民に対して禁煙を勧める科学的根拠と

はならないことになる。 
さらに言えば、b（検査の陽性率）や b×c（検査を受けた人が COVID-19 により入院する

確率）の結果だけで、特定の集団がコロナにかかりやすい／かかりにくい、あるいはコロ

ナで入院しやすい／入院しにくいなどと結論づけてはならない。例えば、現喫煙者や元喫

煙者は自分が SARS-CoV-2 肺炎なのではないかと心配しやすく、医学的適応が少なくても

検査を受ける傾向にある（すなわち a が大きい）とすれば、分母が増えることから現喫煙

者や元喫煙者の陽性率（b）は低くなることになる。 
 
喫煙状況の誤分類が問題：少なくとも前向きコホート研究＋できれば生物学的裏付けを 

住民基盤コホートにせよ病院基盤コホートにせよ、各研究がどのようにして「喫煙状況を

正確に把握」しているかは、研究の結果を大きく左右することがあるため非常に重要なチェ

ックポイントである。病院基盤コホートでは、本人や同居者などの申告による入院前の喫煙

状況を用いることになるが、自己申告の喫煙状況には誤分類が生じやすい。また最近では、

いわゆる電子健康記録（Electronic Health Record, EHR）の喫煙状況データを用いる場合も増え

ているが、EHR に記録された喫煙状況データの正確性には課題があることが知られている
3),4)。より確実なのは、尿中ないし唾液中コチニンなどの生物学的検査により裏付けされた喫

煙状況であり、逆に言えば、そのような研究の結果が複数報告されるようになるまでは、新

型コロナウイルス感染症と喫煙の関係に関して確実な結論は出すことは難しい。 
 
系統的総説（システマティックレビュー）とメタ解析の吟味における注意点 

メタ解析から得られた結果が科学的根拠の中で最も信頼性が高いとされているが、メタ

解析そのものは同じテーマについて行われた複数の研究の結果を一つにまとめる統計手法

に過ぎず、メタ解析ならば何でも信頼できるわけではない。 
良いメタ解析の要件について本稿に詳述することはできないが、大まかには次のステッ

プに沿って進められたものである。 
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A）明らかにしたい疑問に関するオリジナル研究を可能な限り悉皆的に集め 
B）それらを同じ厳しい基準に当てはめて複数の研究者が独立して評価し 
C）複数の研究者が一致して質が高いと判断された研究の結果の均質性を検討し 
D）均質性の検討結果に適した統計手法（fixed-effect model または random-effect model）

を用いて統合する 
A の要件を見ると、集めたオリジナル研究の数は多い方が良いことは確かだが、一方で

B～C の要件から見ると、統計学的統合に使用した研究の数が多いことは、良いメタ解析

の指標とはならないことがわかる。 
なお、A の要件をクリアするために、一般にメタ解析では複数のデータベースの検索、

さらに関連する医学雑誌の目視による確認などが行われるが、さらに出版バイアス（有意

差がある研究や、雑誌編集者・査読者に賛同者が多い研究結果が出版されやすく、そうで

はないものは出版されにくい現象）を排除するために、研究者に問い合わせるなどして、

未発表のデータもメタ解析に含める候補とすることが一般的である。幸い、インターネッ

ト上の未発表原稿リポジトリに簡単にアクセスできるようになっており、その意味で未発

表データには格段にアクセスしやすくなっている。ちなみに、雑誌への掲載の決定にはピ

ア・レビューという仕組みが用いられていることが多いが、査読を依頼されたレビュワー

の質を評価する仕組みはほぼないと言って良く、ピア・レビューを受けた論文は質が高く、

ピア・レビューを受けていない論文は質が低いと決めつけることはできない。A では未発

表のものも含めてできるだけ多くのデータを集めたうえで、B において厳しい質の評価を

行うことが重要である。 
 
4 つの課題に関する科学的根拠は存在しない 

前述の4つの課題に関する科学的根拠となり得る、質の高い研究結果はいずれも存在しない。 
そのように判断する理由だが、①の課題に関しては、コホート研究ではなく横断研究で

良いものの、症状の有無にかかわらず（無作為抽出した）多数の住民に精度の高い

SARS-CoV-2 検査を行った研究が存在しないためである。②～④に関しては、何よりも「喫

煙状況の確実な把握を行った住民基盤コホート研究から得られた結果を報告した論文が存

在しない」ことである。研究の報告がないのであるから、本来、質を吟味することもでき

なければ、メタ解析も行い得ない。 
ところが既に医学界では、新型コロナウイルス感染（症）と喫煙との関連について、10

を超えるメタ解析論文が発表されている。これは先に解説したように、喫煙状況を事前に

確実な方法を用いて把握していなかった研究か、あるいは、病院基盤コホート研究の研究

結果をメタ解析しているためである。 
また、メタ解析論文同士を比較してみると、本来であれば同じ課題を設定して行ったメ

タ解析であれば、多少の違いはあっても、ほぼ同じ論文が最終的に採用され、それらにつ

いてメタ解析が行われるはずであるが、これらのメタ解析で採用されたオリジナル論文は、

重複が少なくばらばらであった。このことは、中にはオリジナル研究をしっかりと悉皆的

に集め、厳しい基準を正確に当てはめてそれらの論文をふるいにかけたメタ解析が一つだ
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け存在する可能性は否定できないものの、どのメタ解析がそれに相当するのかを判断する

ためには、実際にメタ解析を行う場合に近い労力が必要となることを意味している。しか

し、その結果は結局のところタバコ対策の方針の検討に活かすことができる科学的根拠と

はなり得ないものであるので、「喫煙状況の確実な把握を行った住民基盤コホート研究から

得られた結果を報告した論文」の出版を待つ方が理に適っていると言えるだろう。 
 
タバコに関する研究に関わる倫理的問題 

タバコ産業側からの資金提供を受けた研究者が執筆した総説では、タバコの害を否定す

る結論が記載されることが極めて多いことが知られている 5)。このことから、タバコ産業

から資金提供を受けること自体が、医学研究者としての倫理に反する行為とみなされるよ

うになっており、執筆者自身が利益相反の開示を行っている、あるいは他の確実な情報源

から、タバコ産業からの資金提供を受けたことが明らかな執筆者による研究論文や総説（メ

タ解析を含む）を採用しない、というポリシーは理に適っていると思われる。ただし、あ

る特定の疾患とタバコとの関連を「肯定していない」結論に至った論文や総説が、全てタ

バコ産業との資金的な結びつきがあるわけではない。前述のように系統的総説では出版バ

イアスを回避するなどの理由で未出版の研究データも厳しい基準をクリアすれば採用する

ことが一般的であり、未発表のデータにはタバコ産業の資金で歪められているものが含ま

れる可能性があるからメタ解析に含めない、という判断は不適切である。 
電子タバコや加熱式タバコなどの新型タバコは毒性物質の吸引量が紙巻きタバコよりも

少なく、そのため紙巻きタバコよりも低リスクなはずだとする主張をする研究者も存在す

る。現実的に完全にリスクのない状態を作ることができないと思われる場合に、少しでも

リスクが低くなる方策を採用すべきだという価値観であり、異なる価値観として尊重すべ

きものであろう。ただしそのさらに一部は、現喫煙者は新型コロナウイルスに感染しにく

く、それはニコチンによる効果と考えられるため、紙巻きタバコから新型タバコへの切り

替えを促すべきだと主張している。しかしながら前述のように、現喫煙者が新型コロナウ

イルスに感染しにくいことを示す科学的根拠は存在しない。自説を有利に進めたいがため

に科学的な解釈を歪めることは決してあってはならない。 
また真に科学的に検討しても、ある課題についてその時点では「タバコとの関連あり」

と結論づけることができない場合があるが、その際には真摯に結果を受け入れる謙虚な姿

勢が求められる。 
 
紙巻きタバコ喫煙と感染リスク 

以下、今回エビデンスとして不十分と判断した 10 を超えるメタ解析の中から、定期的に

結果をアップデートしてインターネット上に公開しているもの 6)を主に利用して、現段階

までに発表された研究結果について概説する。実際には科学的根拠として不十分と判断さ

れたものからの引用であることを念頭に置きながら、ご参照いただきたい。 
SARS-CoV-2 感染のリスクを明らかにするために必要な要件として、① 精度（感度・特

異度）の高い診断法が確立していること、及び、② 症状や不安の有無などに関わらず全員
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が（ないし無作為抽出した対象者が）定期的に検査を受けることが必要である。しかし残

念ながら、定期的に（無作為抽出した）対象者全員に RT-PCR 検査を行った質の高い研究

論文は、現段階では見つけることができなかった。また、感染を疑う症状がある者、ある

いは濃厚接触者に限定して RT-PCR を実施した報告はあるものの、質の高い研究ではない

うえに、喫煙者は非喫煙者と比較して検査を受ける率が 1.29 倍～1.78 倍高いとの報告 7),8),9)

もあり、みかけ上の SARS-CoV-2 陽性率が低下する可能性が指摘されていることから、こ

のような研究の結果の解釈はその影響を考慮する必要がある。 
一方、抗体検査による感染（の既往）の確認は、理論上検体採取は 1 回で良く、比較的

質の高い論文が現段階でも 2 本程度存在する。このうち Merkely らの論文 10)では、現喫煙

者は非喫煙者と比較して抗体保有の相対リスク（RR）が 0.74（95%信頼区間 0.47-1.18）、
Carrat らの報告 11)では 0.72（0.59-0.88）であった。ただし、Merkely の報告では無作為抽出

された検査対象者のうち実際に検査を受けたのは 58.8%に留まり、また現喫煙者の割合が

国（ハンガリー）の喫煙率より 10%低かった。Carrat らの報告でも、対象者の喫煙率 12%
は国（フランス）の喫煙率 25%の半分以下であった。このことは、どちらの研究において

も、現喫煙者の一部が元喫煙者あるいは非喫煙者として誤分類されていた可能性が排除で

きないことを意味している。加えて、一口に抗体と言っても抗原決定基（エピトープ）は

様々であり、交叉反応性（特異度に影響）が課題となる他、抗体の有無によって感染の既

往を確実に検出できるものなのか否か（感度に影響）も問題となるため、この結果をもっ

て現喫煙と SARS-CoV-2 感染成立との関係について安易に結論を出すことは難しい。 
なお、Merkely らの報告では元喫煙者の相対リスクは 1.01（0.74-1.40）であったが、同様

に元喫煙者についても現段階では結論を出すことは控えるべきである。 
 
新型タバコ使用と感染リスク 

新型タバコ（電子タバコ）の使用と感染リスクの関係について、質の高い研究はない。

なお、全米の 13-24 歳の若者 4,351 人を対象としたオンライン調査 12)では、電子タバコを

使用（紙巻きタバコ喫煙歴はなし）したことがある対象者は、電子タバコ使用及び紙巻き

タバコ喫煙のいずれも行ったことがない対象者と比較して、SARS-CoV-2 陽性の相対リス

クが 5.05（1.82-13.96）であったと報告されている。なお、この研究では紙巻きタバコ喫煙

のみの経験者の相対リスクは 2.32（0.34-15.86）、両者ともに経験したことがある者のそれ

は 6.97（1.98-24.55）であった。紙巻きタバコ喫煙経験者の相対リスクが前述の結果とは一

致していないことから、この結果を全ての年齢層に拡大して解釈することは現段階では避

けた方が良いと思われる。 
 
紙巻きタバコ喫煙（新型タバコ使用）と入院リスク 

入院したかどうかについては、感染の有無と比較すれば、その測定に苦労することは少

ないはずであるが、特にパンデミックの初期には、感染者を隔離する目的で入院の措置が

取られていたため、必ずしも入院を要するような病状であったとは限らない。逆に、病床

不足のため本来入院が必要であった患者が入院できない状況が生じていた可能性もある。



28

また、入院患者を対象に行った研究のほとんどは、残念ながら EHR の喫煙状況データを後

ろ向きに利用したものであり、誤分類のリスクが排除できない。このような必ずしも質が

高いとは言えない研究はしかし数多くあり 7),13),14),15),16),17),18),19),20),21)、それらのメタ解析では

現喫煙者の非喫煙者に対する相対リスクは 1.06（0.89-1.27）で、差があるとは言い難い一

方、元喫煙者では相対リスク 1.17（1.04-1.36）と、僅かに元喫煙者が高い可能性が示唆さ

れている。いずれにしても、結論を出すことは不可能である。 
なお新型タバコについては、現段階では入院をアウトカムとした疫学的研究そのものが

ほとんどない。 
 
紙巻きタバコ喫煙（新型タバコ使用）と重症化リスク 

重症化については、ICU に入室した患者と一般病棟に留まった患者との比較、酸素投与

を必要とした患者と投与されなかった患者の比較などが行われた病院基盤コホート研究の

みが同定され、住民基盤コホート研究からの報告はない。そのうち、ある程度の質が確保

された論文は 8 報 7),16),19),22),23),24),25),26)ほど確認されており、それらのメタ解析 6),27)では、現

喫煙者ならびに元喫煙者は、非喫煙者と比較して重症化の相対リスクはそれぞれ 1.26
（0.86-1.94）、ならびに 1.52（1.12-2.06）であった。しかしながら、これらは住民対象のコ

ホート研究ではなく、あくまでも入院患者の中では現喫煙者ならびに元喫煙者の重症化リ

スクが高いことを示しているに過ぎないことに注意が必要である。 
なお新型タバコについては、現段階では重症化をアウトカムとした疫学的研究の報告そ

のものがほとんどない。 
 
紙巻きタバコ喫煙（新型タバコ使用）と死亡リスク 

死亡についても同様に、質の高い住民基盤コホート研究は存在せず、入院患者の中での

死亡を比較したもののみである。ある程度の質が確保された研究は 13 件
19),20),21),26),28),29),30),31),32),33),34),35),36)ほどあり、それらのメタ解析 6),27)では現喫煙者の相対リスク

は 1.05（0.71-1.49）、元喫煙者の相対リスクは 1.39（1.16-1.69）である。現喫煙者で有意な

相対リスク（2.16、1.31-3.54）となった論文は BMJ に掲載された中国からの報告 28)のみで

あるが、死亡者のうち喫煙者が 6%、生存者のうち喫煙者が 3%と記載されており、中国の

喫煙率から見て喫煙状況の把握が正確に行えていない可能性が高い。 
また新型タバコについては、現段階では死亡をアウトカムとした疫学的研究そのものが

ほとんどない。 
 
まとめと提言 

喫煙と新型コロナウイルス感染との関連について、現段階までに報告された研究結果の

要約を以下に示す。 
 
喫煙状況を確実に把握した住民基盤コホートを対象として、現喫煙者や過去喫煙者が、

生涯非喫煙者と比較して、SARS-CoV-2 の感染、COVID-19 による入院、重症化、そして
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死亡の多寡を検討した研究は存在しない。 
 
以上より本稿では、以下のとおり提言したい。 

 タバコが呼吸器系・心血管系に重大な害をもたらすことについては科学的根拠が多数蓄

積されており、また、禁煙の推進が肺炎の死亡数減少に有効であることも、確立した科

学的事実である。 
 新型コロナウイルス感染症と新型タバコを含めた喫煙との関連については、現段階では

住民基盤コホート研究による質の高い科学的根拠はない。 
 東京都医師会は、今後も質の高い科学的根拠の出現に留意しながら、従来どおりの方針

を堅持し、積極的なタバコ対策の推進を継続すべきである。 
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ⅱ）コロナ禍で生まれた新たな論争・矛盾点 

アドバイザー  村松 弘康 

 

はじめに 

喫煙と新型コロナウイルス感染症（COVID-19）との因果関係については、別項で詳細な

検討がなされており、ぜひご参照いただきたい。多くの呼吸器感染症で、喫煙は感染や重

症化のリスク因子となるが、COVID-19 では違うかもしれないといった仮説やデータが、

最近話題となっており、コロナ禍での喫煙に関する新たな論争を呼んでいる 1)。 
現時点でのエビデンスからは「喫煙していると COVID-19 に感染した場合は重症化する

確率が高くなるものの、感染する確率は低くなるかもしれない」という矛盾した結果とな

っているが、このような矛盾が話題となった経緯や、この矛盾が本当に存在するのか否か

について、エビデンスを踏まえながら概説する。 
 
矛盾を構成する２つの事実 

１．喫煙は COVID-19 重症化のリスク因子である可能性が高い 
   新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）は、細胞表面のアンギオテンシン変換酵素 2

（ACE2）に結合して細胞内に侵入するが 2),3)、喫煙は気道細胞表面の ACE2 発現を増

加させる（図 1）ことが明らかとなっており 4),5)、喫煙は COVID-19 の感染率や重症化

率を増加させる可能性があると考えられてきた。 
 

図 1 
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実際、これまでに多くの論文が報告されており、2020 年 3 月の時点でのシステマテ

ィックレビューにおいても、喫煙が COVID-19 重症化のリスク因子である可能性が示

されていた 6)。 
現在すでに、22 の論文のメタ解析（13,184 名の COVID-19 確定患者でのメタ解析結

果）も出ており、現在喫煙者は 1.98 倍重症化しやすく、過去喫煙者で 3.46 倍、呼吸機

能が低下した COPD 患者では 4.21 倍重症化しやすいとの結果であった（図 2，図 3）7)。 
過去喫煙者の方が、現在喫煙者より重症化しやすいという結果となったことについ

ては、一見すると矛盾しているようにも見えるが、過去喫煙者の方が長年喫煙した後

に禁煙していることが多く、喫煙年数としては長い傾向があるため、より肺が破壊さ

れて COPD に近づいていることが原因と考えられている。 
喫煙は肺組織や気道粘膜を障害するため、COVID-19 に限らず、多くの呼吸器感染症

の罹患率・重症化率・死亡率を増大させることが知られており、COVID-19 においても

喫煙が重症化因子であることは、ほぼ確実と考えられており、CDC（米国疾病予防管

理センター）は喫煙を COVID-19 の重症化因子として挙げている 8)。 
日本でも厚生労働省が「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き」最

新版（第 4.1 版）の中で、「COVID-19 重症化のリスク因子」に「喫煙」を挙げており

（図 4）9)、各国で喫煙の危険性を国民に周知しているところである。 
 

図 2 
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図 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．喫煙は SARS-CoV-2 への感染率を下げる？（結論は出ていない） 

SARS-CoV-2 の感染機序からは、喫煙が同ウイルスの接着部位である ACE2 の発現を

増加させることを考えれば、喫煙は COVID-19 感染リスクを増加させる可能性が高い

はずである。このような観点から、欧州疾病予防管理センター（ECDC）は、2020 年 3
月に更新された COVID-19 に関する報告書の中で、いちはやく喫煙者が感染のハイリ

スク群であることを警告してきた 10)。 
また、通常の燃焼式タバコだけでなく、新型タバコ使用者でも COVID-19 陽性率が

高かったというデータもある（図 5）11)。最近では、ニコチンが T リンパ球からの IL22
産生を阻害することで、気道炎症を助長し、また細胞修復を阻害することも明らかと

なってきており 12)、大変興味深い。 
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図 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
一方、COVID-19 の論文を読んでいたフランスの医師らのグループが「COVID-19 患

者群の喫煙率が、その国の喫煙率よりも低い」ことを指摘し、「ニコチンが SARS-CoV-2
への感染を予防するのではないか」との仮説を立て 2020 年 4 月 22 日に Qeios で報告し

た 13)。ただし、Qeios は誰でも投稿できる医療サイトのようなもので、査読もなく信憑

性の低い報告である。 
同グループが、ニコチンパッチを使用して自らの仮説を検証する臨床試験を行うと

発表すると、COVID-19 の予防に世界中の注目が集まる中で、大きく報道された。この

一連の報道を受けて、2020 年 5 月 11 日に世界保健機関（WHO）は、下記のような異

例の声明を出している 14)。 
WHO urges researchers, scientists and the media to be cautious about amplifying unproven 
claims that tobacco or nicotine could reduce the risk of COVID-19.   
（WHO は、すべての研究者、科学者、メディアに対して、タバコやニコチンが COVID-19
のリスクを減らすかもしれないという証明されていない主張を展開することには慎重

になるよう要請する） 
   しかし、COVID-19 患者群の喫煙率が低いというメタ解析結果があるのも事実であ

り 15)、今後さらなる研究が必要と考える。 
 
考察 

 現時点でのエビデンスからは、「喫煙すると COVID-19 になった場合は重症化する確率が

高くなるものの、感染する確率は低くなるかもしれない」という結論が導き出されるのだ

が、このような矛盾は、本当にあるのだろうか。現在、世界中の科学者が、この謎を解明

すべく研究に取り組んでいる。 
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 横断的な疫学調査では、どんなに緻密な研究デザインを組んだとしても、様々なバイア

スを完全排除することは不可能である。実際には、prospective study の結果を待つしかない

というのが本当のところである。 
 ある疾患を持つ患者群の喫煙率が低いという横断的疫学調査から、喫煙とその疾患との

因果関係を推測することは、WHO の声明にもあるとおり慎重にならなければならない。 
 かつて、認知症の患者群において喫煙率が低いことを理由に、ニコチンが認知症を予防

するのではないかとの仮説が真実であるかのごとく主張されたことがあった。しかし、

prospective study の結果、喫煙者群ではがんや心筋梗塞、脳卒中など他疾患で死亡する症例

が多く、認知症になるまで生存していないために、認知症患者群の喫煙率が低くなってい

ることが判明した。現在では、喫煙は認知症を予防するどころか増加させることが、明ら

かとなっている 16)。 
 ある疾患患者群の喫煙率が低いことを根拠に、喫煙がその疾患を減らすとは言えないと

いうことを認識したうえで、喫煙と COVID-19 感染率・重症化との関係を見守りたい。 
 
まとめ 

・喫煙は COVID-19 重症化リスク因子である可能性が高く、CDC や厚生労働省の

COVID-19 診療の手引きにも、重症化のリスク因子として記載されている。 
 ・喫煙が COVID-19 の感染リスクを増大させるのか、あるいは減少させるのかについて

は、現時点では結論が出ていない。今後の prospective study の結果、及び基礎的研究

成果に期待したい。 
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３．禁煙治療 

ⅰ）喫煙に安易なハームリダクション導入は不適切 

アドバイザー  村松 弘康 

 
最近、従来のタバコから加熱式タバコなどの新型タバコに変えることで、健康被害を少

なくしようと試みることを「ハームリダクション」と称し、主にタバコ会社やタバコ会社

との蜜月関係が噂される一部の医師などの間で推奨する動きがあるが、ハームリダクショ

ンの概念をタバコに適用することは、以下 3 点の理由から不適切である。 
 
①喫煙にハームリダクションの概念を導入すること自体が誤り 

（ニコチン依存症、禁煙には確立された治療法が存在する） 

 元々「ハームリダクション」とは、有害かつ依存性が強く使用中止が極めて困難な違法

薬物などにおいて、薬物使用による個人的・社会的な悪影響を少しでも減らすための次善

策を施すことを意味して用いられた言葉である 1)。 
1980 年代に HIV の世界的流行が社会問題化した際に、薬物使用者が使い回す注射針によ

って HIV の感染拡大が生じることを抑制する目的で、注射針を無料配布したことから世界

中に広まった考え方である 1)。 
 確かに違法薬物では、使用している事実自体を告白できない場合や、使用中止が不可能

な場合、あるいは使用中止に対する治療法が確立されていない薬物の場合には、次善策を

取らざるを得ないことも多々あるだろう。 
 しかし、喫煙についてはニコチン依存症であることが科学的に明らかとなっている一方、

その治療法は確立されており、ニコチンパッチやニコチンガムは、医師の処方箋がなくて

も薬局で購入することが可能で、さらに日本では健康保険で禁煙外来を受診することもで

きる。 
 また、多くの喫煙者は我慢だけの禁煙を試み、禁煙できないと「自分には禁煙は無理」

とあきらめてしまうが、そうではない。確かに我慢だけの禁煙は、成功率 10％前後で 8 割

が失敗するが、禁煙外来で禁煙補助薬を併用して行う禁煙治療では、8 割の喫煙者が禁煙

に成功する 2)。 
このように、誰でも簡単にアクセスすることが可能で、成功率の高い確立された治療法

が存在する依存症に対し、安易にハームリダクションの考え方を持ち込むこと自体が誤り

なのである。 
まずは禁煙治療に真摯に取り組んでいただき、何回禁煙治療を受けても禁煙できない極

めてニコチン依存が強い患者に対してのみ、オプションとしてハームリダクションを検討

すべきなのである。 
 

②新型タバコがハームリダクションになるか否かの結論は出ていない 

（これまでのデータからは、有害性は軽減されない可能性が高い） 

 タバコ会社は、新型タバコの煙に含まれる有害成分の一部が 90％削減されたことを理由
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に、有害性が少ないかのような広報活動をしている。しかし、新型タバコ使用者と従来の

タバコ使用者との間で、各疾患の発症率や死亡率を十分に比較した prospective study のデー

タは、いまだ存在しない。新型タバコに変えることで、本当に有害性が軽減されるかどう

かの結論は、まだ出ていないのである。 
 「有害成分の量」と「有害性」は正比例するわけではない。発がん物質の量が半量にな

っても、発がん率が半分に減少するわけではなく、発がん率は同じかもしれないのである。

従来のタバコでは、口にくわえたタバコを燃やし、発生した煙を直接すべて肺に吸い込ん

でいたわけであるが、この際に発生する有害成分の量が膨大すぎたのであり、仮に 1 割ま

で有害成分の量が削減されたとしても、十分有害な量である。 
また、90％削減されたのは有害成分の一部に過ぎず、従来のタバコの煙とほぼ同等量が

含まれる有害成分も多々あり（表 1、2）3), 4)、本当に害が少ないかどうかは疑問である。 
これまでのデータを見る限り、新型タバコに変えても有害性は変わらない可能性が高い。

タバコ会社が「有害成分を削減した」として宣伝する手法は、今に始まったものではない。

これまでも、発がん物質の塊とも言えるタールを 10 ㎎から 1 ㎎へと、有害成分の量を 90％
低減したタバコは販売されてきた 5)。しかし、超低タールタバコの使用者と従来のタバコ

使用者との間で、肺がんの発生率にも死亡率にもまったく差がなかったことが報告された

（表３）6)。有害成分の量を 90％削減しても、有害性は変わらないことは、すでに検証済

みなのである。 
 
③新たな添加物により新たな障害が生じる危険がある 

（実際に電子タバコでは多くの死亡者が発生した） 

 新型タバコは、ニコチンを脳に運ぶための電子デバイスであり、ENDS（electronic nicotine 
delivery system）と呼ばれている 7)。新型タバコには、ニコチンを気化させるため、また安

定したニコチン供給を可能にするため、さらに口当たりをよくするためなどの目的から、

様々な化学物質が添加されており 8)、新たな障害が発生する危険を秘めている。 
 実際に電子タバコによる急性肺障害（EVALI：e-cigarette and vaping associsted lung injury）
により、多数の死亡者が出た 9)。新型タバコは、決して安全なタバコではないことを周知

する必要がある。 

表 1 
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表 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

表 3 
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ii）禁煙治療の拡大 

委員長  坂井 典孝 

 

オンライン診療の導入 

禁煙治療を行ううえで、2006 年の禁煙治療への保険診療の導入は大きな転換点であり、

禁煙治療受診者の増加に大きく寄与したことに間違いはない。その後、情報通信機器の急

速な発展という社会情勢の変化に伴い、情報通信機器を用いた診療（いわゆるオンライン

診療）の必要性が叫ばれるようになり、禁煙治療へも 2020 年から導入されることとなった。

情報通信機器を用いた禁煙治療とは、具体的にはスマートフォン・パソコン・タブレット

端末のビデオ通信など情報通信機器を通じて、禁煙治療の予約、問診、診察、処方、決済

をオンラインで実施する行為をさす。禁煙治療を行う予定の保険医療機関がニコチン依存

管理料の施設基準に係る届け出の際に、情報通信機器を用いた診療を行う体制を届け出れ

ば保険診療が可能となる。実際の診療では禁煙外来の初回と 5 回目は対面診療が必須であ

るが、2～4 回目に関してはオンライン診療でも可能となった。 
禁煙外来におけるオンライン診療のメリットに関しては、患者さんにとっては通院等に

かかる労力や時間的負担を減らせるという点があり、特に働き盛りの世代にとっては意義

が高いと考えられる。医療提供者側にとっても診療時間をフレキシブルに使える可能性も

あり、また両者にあってもこのようなコロナ禍では、感染リスク低下にも寄与する可能性

が考えられる。特に双方とも情報通信機器の扱いに慣れた若い世代にとっては有用性が高

いと考えられる。 
禁煙治療におけるオンライン診療の解禁は、禁煙外来受診者を大きく増やす可能性を秘

めている。しかし一方では、効率化を優先すると、診療が画一化することによる質の低下

も懸念される。例えば看護師などの他の医療スタッフのサポートが受けにくいといった面

も生じよう。また、患者さんのプライバシー保護の面も問題になる可能性があり、オンラ

イン診療を行ううえでは、対面診療以上に慎重かつ丁寧さが求められる。少なくとも初回

と 5 回目の対面診療の原則は堅持すべきと考える。 
なお、2020年 12月 1日には初の禁煙治療用アプリが保険収載された（保険点数 2540点）。

このことにより、さらにオンライン化が加速される可能性もあるが、患者さんの自己負担

が増えることもあり、患者さんの状況に合わせて導入を検討するといったむしろ対面診療

と上手に組み合わせた使い方が推奨されるのではないだろうか。 
 
禁煙外来助成制度 

 禁煙治療を行ううえで、自治体からの医療費助成制度も重要な役割を担うと考えられる。

禁煙の保険診療では 3 割負担の患者さんの場合、計 5 回の禁煙外来治療に関わる自己負担

はバレニクリンを用いた場合、約 2 万円程度となる。これが負担と（実際にはタバコ代の

方が費用負担は増えることが多いのだが）感じる喫煙者が相当数いるのも事実であり、こ

れに関して全額ではないにしても助成金が出ることは経済的負担を軽くし、禁煙外来受診

者の増加につながる可能性がある。しかしながら、何らかの助成制度を設けている自治体
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はまだ決して多くなく（都内の場合 23 区中 13 区）、助成制度の認知に関しても各自治体の

取り組みが住民ならびに医療機関にも十分行き渡っていないことが懸念される。また、23
区でいえば、助成制度が適用できる医療機関が同じ区のみに限定している場合と他区の医

療機関でも良い場合など自治体同士の取り組みがバラバラであり、今後は単に金銭補助だ

けでなく、共通の制度設計を構築する必要があると思われる。このためには東京都が主導

した制度作りが必要であり、都への働きかけも重要であると考えられる。 
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４．循環器領域での新たな問題～加熱式タバコ（新型タバコ）の循環器疾患への影響～ 

委員  島田 和典 

 
はじめに 

 喫煙は、循環器疾患の発症や進展に深く関与する。そして、喫煙は、すべての動脈硬化

性疾患における主要な危険因子である。また、喫煙者が吸煙する主流煙による能動喫煙だ

けではなく、受動喫煙も循環器疾患の発症や進展に関連する。本稿では、急速に拡がる新

型タバコと循環器疾患との関連について、最新の知見も含め概説する。 
 
新型タバコと循環器疾患との関連（基礎研究） 

 近年、世界的には新型タバコとして電子タバコが飛躍的に市場を拡大している。電子タ

バコはニコチンの溶液を加熱するが、日本では法律上ニコチン溶液は販売できないため、

タバコ葉を燃焼することなく加熱しニコチンを送達する加熱式タバコが上市され、市場は

急拡大している。 
 Nabavizadeh らは、ラットを用いて、加熱式タバコである IQOS のエアロゾル、紙巻きタ

バコ煙、清浄な空気のいずれかを曝露させ、血流依存性血管拡張反応（flow-mediated 
dilatation: FMD）測定により血管内皮機能を比較検討した（図 1）1)。FMD は、血管内皮機

能を非侵襲的に測定する方法であり、早期の動脈硬化性変化を評価する方法として臨床的

にも応用されている。1 回 15 秒間の曝露を 5 分間に 5 回行った場合の FMD は、IQOS 群で

58％、紙巻きタバコ群で 57％低下した。1 回 5 秒間の曝露を 5 分間に 10 回行った場合の

FMD は、IQOS 群で 60％、紙巻きタバコ群では 62％低下した（図 2）1)。これらの結果は、

IQOS による曝露は、紙巻きタバコによる曝露と同程度の血管内皮機能低下をもたらすこと

を示した。さらに、1 回 5 秒間 5 分間に 10 回の暴露直後と 20 分後における血清ニコチン

とコチニン濃度を測定したところ、IQOS 群の血清ニコチンとコチニン濃度は、紙巻きタバ

コ群に比較して有意に高値であった（図 3）1)。この結果は、IQOS におけるニコチン吸収

が紙巻きタバコに比較して極めて急速であることを示しており、生体におけるニコチン吸

収による様々な悪影響や依存性形成が危惧される。 
 Rao らは、同様にラットを用いて、電子タバコである JUUL のエアロゾル、従来のタン

クシステムの電子タバコ、紙巻きタバコ煙、清浄な空気のいずれかを曝露させ、FMD 測定

により血管内皮機能を比較検討した 2)。1回 2秒間の曝露を 5分間に 10回行った場合のFMD
は、JUUL 群で 58％、タンクシステムの電子タバコ群で 40％、紙巻きタバコ群で 34％低下

した（図 4）。FMD が低下した 3 群間にける統計学的な有意差は認めなかった。これらの

結果は、電子タバコによる曝露は、1 回吸引 2 秒間の短時間にもかかわらず血管内皮機能

低下をもたらすことを示した。さらに、暴露 20 分後における血清ニコチンとコチニン濃度

を測定したところ、JUUL 群の血清ニコチンとコチニン濃度は、タンクシステムの電子タ

バコ群や紙巻きタバコ群に比較して有意に高値であった（図 5）2)。この結果は、JUUL に

おけるニコチン吸収が極めて急速であることを示しており、IQOS と同様に生体におけるニ

コチン吸収による様々な悪影響や依存性形成が危惧される。 
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新型タバコと循環器疾患との関連（臨床研究） 

Ioakeimidis らは、22 例の喫煙者を対象に、IQOS、紙巻きタバコ、疑似喫煙それぞれの介

入を 2 日以上の間隔を設けて施行し、血圧、頸動脈－大腿動脈間脈波伝播速度（carotid–
femoral pulse wave velocity: cfPWV）、脈波増大係数（augmentation index: AI）の評価をクロ

スオーバー法により比較検討した 3)。cfPWV や AI は、動脈壁硬化と末梢血管抵抗の指標と

して有用な非侵襲的な指標である。疑似喫煙に比較して IQOS 群と紙巻きタバコ群は、喫

煙直後から収縮期血圧、cfPWV、AI は高値となり、喫煙 20 分後もその高値が持続した。IQOS
群と紙巻きタバコ群とには有意差を認めなかった（図 6）3)。これらの結果は、IQOS によ

る曝露は、紙巻きタバコによる曝露と同程度の動脈壁の硬化と末梢血管抵抗の増大をもた

らすことを示した。 
 
おわりに 

 新型タバコと循環器疾患との関連について概説した。加熱式タバコは、紙巻きタバコに

誘導するゲートウェイ効果や紙巻きタバコと電子タバコの二重使用など，さらなる喫煙を

促すことが懸念されている。健康社会、健康長寿を目指すためにも、新型タバコが循環器

疾患の発症や進展に及ぼす基礎的・臨床的なエビデンスを蓄積することは、社会的啓発や

法整備に寄与すると考えられる。 
 

 
図１：エアロゾル暴露システム 1) 
A：暴露システム 

B：定量吸煙システム 

C：吸煙部   

D：実際の吸煙 
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図２：FMD の変化 1) 
A：ラット大腿動脈の超音波所見 

B：FMD の計測法 

C：1 回 15 秒間 5 分間に 5 回の暴露 

D：1 回 5 秒間 5 分間に 10 回の暴露 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図３：暴露直後と 20 分後における 
血清ニコチンとコチニン濃度 1) 
1 回 5 秒間 5 分間に 10 回の暴露 

IQOS x10: IQOS 10 回暴露, Cigarette x10: 紙

巻きタバコ 10 回暴露, Air x10: 清浄な空気

10 回暴露, IQOS x3: IQOS 3 回暴露, BLQ: 

below level of quantification 
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図４：FMD の変化 2) 

 
 
 
 
 
 
 
図５：暴露 20 分後における血清ニコチンとコチニン濃度 2) 

1 回 2 秒間 5 分間に 10 回の暴露 

*P < 0.001 清浄な空気群との比較, §P < 0.001 JUUL 群との比較.  

previous generation. Error bars = SD.BLQ: below level of quantification 
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図６：収縮期血圧、cfPWV、AI の変化 3) 

SBP: systolic blood pressure, cfPWV: carotid–femoral pulse wave velocity, AI: augmentation index: AI 
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５．法律家からみた条例施行後の問題点と課題  

～加熱式タバコ（新型タバコ）の規制は可能か～ 

  委員  片山 律 

 
はじめに 

新型コロナウイルスの感染拡大により延期となったが、2020 年開催予定であった東京オ

リンピック・パラリンピック開催に向けて、我が国においても、ようやく罰則付きの受動

喫煙防止法（改正健康増進法。以下、改正法という。）が制定され、また、同時並行的に各

地方自治体においても相次いで受動喫煙防止条例が制定されてきている。 
東京都においても東京都受動喫煙防止条例（以下、都条例という。）が 2018 年 6 月 27 日

に制定され、2020 年 4 月 1 日から全面施行されている。 
都条例全面施行に重なるように新型コロナウイルスの感染拡大が起こり、喫煙室や喫煙

所がいわゆる「3 密」に該当すること等から、公共施設や大型施設等での喫煙室等の閉鎖

が各地で相次ぎ（全国の喫煙所・喫煙室の閉鎖状況｜日本禁煙学会 (jstc.or.jp)参照）、当初

課題の１つと目された喫煙室等の新設については、新型コロナウイルスの感染防止という

別の観点から期せずして喫煙室等の減少が実現しているようである。 
一方、タバコ産業としては、紙巻きタバコから加熱式タバコへと主力商品を移行しよう

としており、改正法や都条例を議会で可決する際にも、規制反対派からは加熱式タバコを

規制対象から外すことが条件とされたとの情報もある。 
受動喫煙の法的規制や新型コロナウイルスの感染拡大による喫煙所等の閉鎖等も相俟っ

て、タバコ産業は、加熱式タバコへの切替を重要な営業戦略としているようであり（

representation_200624_02.pdf (caa.go.jp)参照）、加熱式タバコの規制についての検討は重要課

題となっている。 
 
東京都受動喫煙防止条例における加熱式タバコ（新型タバコ）の規制 

１．都条例における規制対象 
   都条例は、「東京都、都民及び保護者の責務を明らかにするとともに、 都民が自ら

の意思で受動喫煙を避けることができる環境の整備を促進することにより、受動喫煙 
による都民の健康への悪影響を未然に防止することを目的」として制定されており（第

１条）、その規制対象となる受動喫煙については、次のとおり定義していた。 
（定義）  
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 
 一 たばこ たばこ事業法（昭和五十九年法律第六十八号）第二条第三号に掲げる

製造たばこであって、 同号に規定する喫煙用に供されるもの及び同法第三十八条

第二項に規定する製造たばこ代用品をいう。  
二 喫煙 人が吸入するため、たばこを燃焼させ、又は加熱することにより煙（蒸気

を含む。以下同じ。） を発生させることをいう。  
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三 受動喫煙 人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることをい

う。 

 
   その後、改正法制定を受けて、都条例は改正法に定めのない事項について規定する

形で改正され、定義規定も次のとおり改正されている。なお、同法の定義は上記都条

例の規定と同内容である。 
（定義） 
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。  
一 喫煙 法第二十八条第二号に規定する喫煙をいう。  
二 受動喫煙 法第二十八条第三号に規定する受動喫煙をいう。 

 
   すなわち、都条例において規制対象となるタバコとは、改正法が定める「たばこ事

業法に定める製造たばこ」であり、いわゆる「加熱式タバコ」もたばこ事業法上の「た

ばこ」であることから、加熱式タバコを「加熱することにより煙（蒸気を含む）を発

生させること」も都条例上の「喫煙」に含まれ、加熱式タバコの喫煙により「発生し

た煙にさらされること」も都条例上の「受動喫煙」として都条例の規制対象である（東

京都受動喫煙防止条例 よくあるお問合せ｜とうきょう健康ステーション(tokyo.lg.jp)
参照）。 

   一方、たばこ事業法上の「たばこ」ではない「電子タバコ」は、都条例においても

規制対象とはなっていない（以上、東京都福祉保健局ホームページご参照）。もっとも、

我が国においては、ニコチンはいわゆる薬機法上の毒物に該当するため、事実上流通

していないはずである。 
 

２．経過措置（都条例附則 4 条１項及び法附則 3 条 1 項） 
   ただし、都条例附則 4 条 1 項は、「たばこのうち、当該たばこから発生した煙が他人

の健康を損なうおそれがあることが明らかでないたばことして知事が指定するもの」

を「指定たばこ」とし、都知事は、「指定たばこ」として「加熱式たばこ」を指定し、

その後、改正法附則 3 条 1 項も同様の規定により加熱式タバコを厚生労働大臣が定め

る「指定たばこ」としており、都条例は、改正法制定に合わせて都知事による指定で

はなく厚生労働大臣の指定に従う形となっている。 
  そして、都条例は、「指定たばこ」について、当分の間、第 8 条 2 項（特定施設等の喫

煙の禁止並びに違反者への喫煙の中止及び退出命令）の適用を除外している（令和元

年 6 月 26 日条例第 9 号附則 4 条）。 
   そのため、当分の間は、第 2 種施設の施設管理者は、技術的基準を満たせば、飲食

しながら加熱式タバコの喫煙が可能な「指定たばこ専用喫煙室」を設けることができ、

また、加熱式タバコについては違反に対する罰則適用もないこととされている。 
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加熱式タバコ（新型タバコ）の規制は可能か 

 上記のとおりであり、都条例は改正法の各規定を準用しており、改正法は、加熱式タバ

コを含む「たばこ事業法上のたばこ」を規制対象としていることから、都条例による加熱

式タバコの規制は可能である。 
 しかしながら、上記のとおり、現行の都条例の構造は、改正法を全面的に引用しており、

改正法制定後は同法附則 3 条 1 項の「公布の際における指定たばこによる受動喫煙が人の

健康に及ぼす影響に関する科学的知見に鑑み」、「当分の間」、「たばこのうち、当該たばこ

から発生した煙が他人の健康を損なうおそれがあることが明らかでないたばことして」、厚

生労働大臣が「加熱式タバコ」を指定していることから、飲食店等の第 2 種施設における

飲食可能な加熱式タバコ喫煙室を禁止するには厚生労働大臣による指定を外す必要がある。

そのためには、「加熱式タバコ」から「発生した煙が他人の健康を損なうおそれがあること」

が明らかであるとの科学的根拠を示していくことが必要である。 
 加熱式タバコの有害性については、ハームリダクションなどと称して紙巻きタバコより

も有害性が低いとする意見がタバコ産業等から主張されているが、かかる主張は米国 FDA
においても「健康リスク低減製品」とは認められず（FDA20200808.pdf (jstc.or.jp)、レター

ヘッド (jstc.or.jp)）、我が国においても有害性が低いとは言い切れないという科学的根拠が

示されつつある（東京都医師会タバコ Q&A 改訂第 2 版や本答申を参照）。この点、改正法

及び都条例があくまでも「受動喫煙防止」を目的としている以上、「加熱式タバコ」から発

生する煙（蒸気）による受動喫煙の健康影響に関する科学的根拠を示していく必要がある。 
 ただし、改正法は、いわゆる上乗せ条例を否定していないと解され、厚生労働大臣の指

定解除がなくても、都条例独自に加熱式タバコについて規制することは可能である。この

点、改正法制定後に改正された兵庫県受動喫煙防止条例が加熱式タバコを紙巻きタバコと

区別せずに罰則付きで規制対象としていることが参考になる。また、兵庫県と同等の規制

が困難な場合でも、山形県、秋田県、豊橋市、多治見市等の各条例においては、加熱式タ

バコ専用喫煙室での飲食等を不可とする努力義務を定めており、現実的な対応として参考

になると思われる。すなわち、現在の知見によっても、都条例において加熱式タバコ専用

喫煙室を規制することも法的には可能なはずである。 
 一方、「加熱式タバコ」に含まれない「電子タバコ」については、都条例や改正法の条文

上は規制対象には含まれないため、その規制には法改正が必要である。 
 
今後の課題 

 都条例全面施行後の問題点としては、加熱式タバコの規制以外にも以下のような点が指

摘されている。 
すなわち、まず、全面施行前から、立法機関（議会）が規制対象施設から外されている

ため、地方自治体によっては行政機関（庁舎）の建物内に議会が設置されている場合の喫

煙室設置等が問題とされていたが、喫煙室を設置しなかった議会や議員会館において議員

等が違法に喫煙するなどの報道が多数されている。 
また、上記議員等の違法喫煙問題とも関連するが、喫煙室や喫煙可能店舗等の喫煙可能
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場所が減少したことで、現在、路上や公園等の屋外での喫煙問題や、コロナ禍も相俟って、

家庭や近隣での受動喫煙被害が増加するという問題も顕在化してきている。 
さらに、都条例全面施行後に問題となってきているのが、喫煙目的室の脱法的利用であ

る。本来は、シガーバー等を想定していた喫煙目的室の要件を満たしていない店舗が、喫

煙目的店として店内での喫煙をさせるという事例が報告されてきており、JT 支社の関与が

伺われるとの報道もされている。 
 これらの点に関連するかもしれないが、東京都の場合には、補助金や助成金の使途を喫

煙室設置に限定しているという問題も重要と思われる。板橋区の公衆喫煙所設置をめぐる

住民との紛争も、23 区が新たに設置する公衆喫煙所設置費用に全額補助金を支出するとの

東京都の方針を受けて発生した問題ともいえる。この点、千葉市、鳥取県、秋田県等は、

補助金や助成金を店舗や施設の禁煙化のために支給することが可能となっていることが参

考になる。 
 制定時に反対派の工作により相当の譲歩を余儀なくされたとはいえ、改正法及び都条例

がようやく全面施行されるに至っており、罰則適用も踏まえた実効性のある運用がされる

よう不断の監視を続ける必要がある。 
東京都医師会としても、改正法及び都条例制定後に制定された兵庫県条例等を参考にし

つつ、引き続き改正法及び都条例が実効性のある法規制となるよう注視し、加熱式タバコ

の健康影響等についても積極的に情報を発信していくべきと考える。 
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Ⅳ. 各自治体における受動喫煙対策 

～区市町村独自の受動喫煙防止条例の現状～ 

 
１．23 区の現状 

委員長  坂井 典孝 

 

 各自治体の取り組みに関しての資料が入手困難なため、ここでは東京都福祉保健局が掲

載している“区市町村の取り組み～路上喫煙等防止条例の制定状況（予定を含む）＜路上喫

煙、歩行喫煙、たばこの吸い殻ポイ捨て等＞基準日令和 2 年 4 月 1 日”及び“令和 2 年度 禁

煙希望者支援における取組の概要”を参考に現状分析した。 
まず、受動喫煙防止条例という形で受動喫煙全般にわたってきちんと制定している区は

残念ながらまだ無いようであった。ただし、23 区全区が、環境美化、喫煙による迷惑防止、

身体の安全などを目的に何らかの規制をかけていた(受動喫煙防止を目的として掲げてい

る区も 2 区あった）。具体的には、路上喫煙規制に関しては、全域実施が 7 区（うち罰則あ

りは 2 区）、一部地域実施が 15 区（うち罰則ありは 10 区）、歩行喫煙規制に関しては全域

実施 22 区（うち罰則ありは全域 2 区，一部地域 9 区）、一部地域実施 1 区（罰則ありは 0
区）、ポイ捨て規制に関しては、全域実施 23 区（うち罰則ありは全域 4 区，一部地域 10 区）

であった。 
 また、禁煙希望者に対する取り組みとして、具体的に禁煙外来受診者への医療費助成を

実施している区は 13 区に留まっていた。他には禁煙希望者向けのリーフレットの配布、禁

煙相談、禁煙外来実施機関の紹介などを実施している区があり、情報通信機器を用いた禁

煙支援プログラムを実施している区もあった。なお、一般区民向けに広報誌等による啓発

活動や乳児健診時や妊娠届出時にリーフレット配布などを行っている区もあった。 
 改正健康増進法や東京都受動喫煙防止条例の施行もあり、今後受動喫煙防止対策を中心

とした禁煙対策が益々重要視されると考えられるが、各自治体の対策がまちまちであるこ

とが浮き彫りになった。より統一された施策を打ち出すには、各自治体が一堂に会してタ

バコ対策を専門に検討する連絡協議会的なものを都が主導となって立ち上げていくことが

必要になるものと考えられる。そのためには専門家集団としての我々医療者側からの科学

的根拠をもとにしたアプローチが必須になるものと思われる。 
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路上喫煙等防止条例の制定状況（予定含む）【路上喫煙、歩行喫煙、たばこの吸い殻ポイ捨て等】

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kensui/kitsuen/municipalities/ 
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２．多摩地区の受動喫煙防止条例の現状 

                                                  副委員長  荒井 敏 

 

多摩地区では現在、駅前広場やその周辺の路上、学校、児童福祉施設の敷地と隣接す

る路上、市庁舎や市立施設の敷地内、公園等の受動喫煙防止等を包括的に定めた、受動

喫煙防止条例が 3 市で、駅周辺や公園、屋外の公共施設の受動喫煙防止を定めた、路上

等の喫煙を制限する条例が 1 市で制定されている。いずれの条例も、受動喫煙を生じや

すい駅周辺を喫煙禁止区域や重点地域に指定し規制を強めている。これらの内 2 市で既

に条例が施行されており、他 2 市では 2021 年度より施行予定である。施行順に、稲城市

路上等喫煙の制限に関する条例が 2018 年 4 月 1 日、調布市受動喫煙防止条例が 2020 年 7
月 1 日、多摩市受動喫煙防止条例が 2020 年 10 月 1 日にそれぞれ施行されている。また、

三鷹市と清瀬市では受動喫煙防止条例が 2021 年 4 月 1 日より施行予定となっている。 
 
加熱式タバコの取り扱い 

 各市条例ともタバコ、喫煙、受動喫煙について、健康増進法を準用して定義しており、

加熱式タバコも規制の対象に加えている。 
 
罰則の有無 

 受動喫煙対策が最も必要と考えられる駅周辺の喫煙禁止区域等での喫煙に対しては喫

煙中止の指導に従わなかった場合、4 市の条例で過料を科すと定めている。稲城市の条例

では、路上等喫煙禁止区域内での喫煙に対し 2,000 円の過料を、調布市では路上等喫煙禁

止区域での喫煙に対し 2,000 円の過料を、多摩市では受動喫煙防止重点区域での喫煙に対

し 50,000 円以下の過料を、三鷹市では喫煙マナーアップ区域での喫煙に対し 2,000 円の

過料を科すことができるとしている。 
 
喫煙所の設置 

 公共の喫煙所については、稲城市は条例に規定した路上等（都道、市が管理する道路、

公園、その他の屋外の公共施設）には設置せず、調布市は駅前広場や公園等の屋外全て

に加え、市庁舎等の市立施設（敷地内も含む）にも原則喫煙所は設置しないとしている

が、他の 2 市は設置を認めている。 
   
喫煙防止教育 

 調布市、三鷹市、清瀬市の条例では、児童・生徒に対する喫煙防止教育の推進を定

めている。 
 
まとめ 

 多摩地区では、受動喫煙防止条例及びこれに準ずる条例が 4 市で制定されており、

内 2 市で既に施行され 2 市で来年度より施行予定となっていた。 



53

 受動喫煙の健康への悪影響は明らかであり、ポイ捨て防止、環境美化を主眼とした

条例ではなく、受動喫煙より市民の健康を守ることを主眼においた受動喫煙防止条例

が全ての自治体で制定されることが望まれる。このためには、住民の健康を守る責務

を持つ各地区医師会が率先し、歯科医師会・薬剤師会とも連携して行政に条例制定を

働きかけていくことが必要である。 
 
参考文献 

東京都福祉保健局 路上喫煙防止条例等の概要（基準日 令和 2 年 4 月 1 日）＜区市町村の取組＞

路上喫煙等防止条例の制定状況（予定含む）【路上喫煙、歩行喫煙、たばこの吸い殻ポイ捨て等】

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kensui/kitsuen/municipalities/ 
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Ⅴ．地域における医師会としてのタバコ対策 

～現状とアンケート結果も踏まえた今後の課題～ 
 

１．港区医師会 

委員  清水 祐一郎 

 
港区では他地区と同様に、条例で「みなとタバコルール」を定め、公共の場所における

タバコのポイ捨てや指定場所以外での喫煙の禁止、受動喫煙をさせないよう心がけるよう

に掲げている。また、区内の事業所は敷地内の喫煙場所の配慮や従業員への指導をするよ

う定めている。 
 区内の指定喫煙場所は 91 カ所（2020 年 12 月時点）あり、屋外が半数を占め、屋内で民

間の敷地内にある喫煙所については区が指定をしている。コロナ禍においては閉鎖されて

いたが、屋外については 6 月中旬より人数制限を設け開放された。出勤時や昼休み時など

混雑が予想される時間帯は、区から委託をうけた業者が喫煙所入り口に立ち、喫煙者を誘

導している。紫煙の中へ身を投じるために囲いの外に列をなすのは異様な光景である。誘

導員も多少離れているとはいえ不必要な受動喫煙を強いられている。根底は「吸う人も吸

わない人も快適にすごせる街作り」である。 
 港区医師会が 2018 年に会員向けに実施したアンケートでは会員のみなとタバコルール

認知度は 5 割程度であったが、7 割弱は公共の場での喫煙に反対していた。都医の実施し

たアンケートでも会員が受動喫煙を被ったとする場所は路上が最も多かった。自治体が実

施している指定喫煙場所の充実は特定の場所での受動喫煙を増やしてしまっている。 
 最近喫煙歴を聴取すると、「吸っています、でも電子（や加熱式）タバコですよ」とい

う患者が増えてきた。医師の中で電子/加熱式タバコを許容する意見は少数であろうが、喫

煙者にとってはタバコのにおいから逃れ、罪悪感を減らす逃げ道となってしまっている。

また、ニコチンを含まないいわゆる VAPE の類いはファッショナブルな装いで健康被害の

軽減まで謳っている。 
 今まで医師会のタバコ対策委員会は学校医による小中学生への授業や、会員の喫煙歴の

聴取、禁煙外来設置の調査などを実施してきた。小中学生への授業は時間的制約があり実

現困難なことが多いが、未だ理解が浸透していない新たな喫煙様式の有害性については、

今回の都医アンケートを踏まえ会員に周知するとともに、区民へも情報を発信していく必

要がある。 
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２．江戸川区医師会  

委員  白石 宏志 

 

江戸川区医師会のタバコ対策 

 現時点でタバコ対策としての独自の委員会はない。公衆衛生委員会が担当委員会である。

私自身は同委員会に所属していないので残念ながら発言の機会はない。担当理事に確認し

たところ、江戸川区とタバコ対策について協議は行っている。今年は受動喫煙対策に対し

て江戸川区が対応を考えているとのことだったが、後に述べる「喫煙所設置」という誤っ

た対応をするに至った。当然医師会では撤去を要望している。しかし飲食店などの関連団

体の圧力のため、喫煙所問題を含めて、路上喫煙も依然として罰則なしの「歩きタバコ禁

止」に留まるなど、残念ながら強い規制には至っていない。 
 

江戸川区の禁煙外来治療費助成金交付事業 

「禁煙助成制度のご案内」と利用の流れ（文書 1、2） 
 定員 150 名で自己負担分を上限１万円まで助成金が交付される。以前は 100 名上限だっ

たと記憶しており、50名の増加となる。画像のチラシが医師会から会員に配布されている。 
 どの地区も同様の手続きになると思うが、当区では登録申請書（文書 3）を江戸川保健

所健康推進課へ郵送か持参して提出し、区から「登録通知書」、「交付申請書」が届いた後

に禁煙外来を受診する。禁煙補助薬の自費購入での補助は受けられない。 
 

文書 1                       文書 2 
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文書 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
路上喫煙禁止・受動喫煙防止重点区域 

 2020 年 4 月の改正健康増進法により始まった。7 月 16 日から平井駅周辺を重点区域に指

定しているものの、公衆喫煙所が設置されている。設置には厚生労働省健康局長通知 平成

30 年 11 月 9 日付 健発 1109 第 6 号「屋外分煙施設の技術的留意事項について」に則した

ものである、とのこと。区の担当部署に連絡したところ、足型で間隔を空けて利用するよ

うにしてあるだけで、撤去の話は出ていないらしい。危険性を説明し、撤去を依頼してお

いたところ、医師会から反対意見があったことを担当者は認識していない様子だった。 
 
歩きたばこ・ポイ捨て禁止 

 「道路、公園、河川敷、広場その他公共の用に供する場所（屋外に限る。）」では禁止さ

れているが罰則はない。「区民等は、喫煙により受動喫煙、火傷その他の被害を生じさせる

ことのないよう配慮しなければならない。」という規定があり、ベンチに座っていても同様

だが、一方で受動喫煙防止重点区域以外は立ち止まっての路上喫煙は禁止されない。 
 江戸川区のホームページでは「加熱式たばこ」と「電子たばこ（VAPE）」を「電子たば

こ」と称しており、VAPE はたばこ税法上の喫煙用たばこに該当しないため条例の対象外

になってしまっている。（なお、本文で煙草を「たばこ」と表記してあるが、江戸川区のホ

ームページでは「タバコ」ではなく「たばこ」と表記してあるのであえてこのようにして

ある。） 
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当院の禁煙診療 

 禁煙外来受診者は加熱式タバコ登場後以降少なくなった。タバコ税値上げにより受診者

が多少増えてきたものの、以前ほどではない。 
 喫煙者には COVID-19 へのリスクを説明し、禁煙の勧め、ではなくて「いくら注意して

いてもコロナにかかるのは仕方ありません。でもあなたが喫煙していたがために重症化す

れば私の仲間が危険な目にあいます。勝手なお願いとは思いますが、私の仲間のためにも

お願いですから禁煙してください」と「お願い」をしている。 
 訪問診療では度々辛い思いをしている。なぜなら喫煙者の自宅に訪問する際、特に集合

住宅で 1K〜1DK ほどの自宅だったりすると、訪問時は喫煙していなくても室内に入った

だけでタバコ臭がきついため、喉の違和感を生じることもある。 
 
まとめ 

 東京オリンピック・パラリンピックでようやく禁煙活動がようやく先進国に追いつくか

と期待したものの、現状はご存知のとおりである。さらに江戸川区は他地区と比べて遅れ

ており、恥じ入る次第である。 
 一開業医としてできることは限られているが、患者さんに対する啓発活動はもちろん、

医師仲間への禁煙治療を勧めて一人でも多くの喫煙者が禁煙治療を受けられる機会を増や

していくのも一法と思い、機会があると勧めている。 
 COVID-19 と喫煙の関係も注目すべきことであり、感染拡大の抑制のためにも今後の禁

煙活動は重要性を増すことになるであろう。 
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３．玉川医師会 

委員  池上 晴彦 

 
 2016 年より玉川医師会では、4 年後の東京オリンピック・パラリンピックを見据え、必

要とされている受動喫煙対策がいまだ整備されない中、これを推進する役割の一翼を担う

立場から、医師の喫煙状況及び受動喫煙に対する意識を明らかにすることが重要と考え、

同医師会会員の喫煙状況及び受動喫煙に対する意識調査を 2016年、2017年につづいて 2020
年に行い、その実態を明らかにすると同時に、地域における地区医師会がどのようにタバ

コ対策に関わっていくべきか、今後の課題を踏まえ検討を行った。 
 
方法 

2019 年 7 月、医師会員 315 名全員に無記名式のアンケートを郵送し、返信用封筒で回収

した。質問項目は、以下の項目である。 
 
以下の設問（1）～（38）について、該当する番号 １．２．３．４．５．６． に○をつけていただき、空欄

（  ）には適当な数値ないしは言葉をご記入下さい。 

 

（１）年齢（    ）歳  

（２）性別 １．男 ２．女  

（３）主たる診療科は何科ですか。（       ） 

 

（４）先生の喫煙歴を教えてください。（３と回答の場合、( )内の 1．2 のうちいずれかを選んでください。） 

１．吸ったことがない ２．禁煙後吸っていない ３．喫煙している（1.紙巻き 2.加熱式） 

 

（５）世田谷区医師会と玉川医師会が合同で 2017 年 5 月に「禁煙宣言」を発効したことをご存知ですか。 

１．知らない ２．なんとなく知っている ３．詳細に知っていて実践している 

 

（６）特定健診の喫煙問診部分に「今後、禁煙を考えている方は右の□にチェックして下さい」の項目や、肺

がん検診票の喫煙問診部分に「喫煙中だが禁煙外来受診希望」の項目が入っていることをご存知ですか。 

１．両方とも知らない ２．特定健診は知っている ３．肺がん検診は知っている  

４．両方とも知っており禁煙治療に積極的に活用している 

 

受動喫煙についてお伺いします。 

（７）受動喫煙により年間何人くらいの人が死亡していると思われますか。 

 １．5000 人 ２．10000 人 ３．15000 人 ４．20000 人 

 

（８）タバコ煙に含まれるさまざまな有害物質は主流煙と副流煙のどちらに多く含まれていると思われますか。 

１．主流煙 ２．副流煙 ３．どちらも同じくらい 
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（９）乳幼児突然死症候群（SIDS）は受動喫煙と関連があることをご存知ですか。 

 １．知らない ２．知っている 

 

（１０）受動喫煙症という病態をご存知ですか。 

 １．知らない ２．知っているが診察はしていない ３．知っていて診断書も書いている 

 

（１１）（先生が非喫煙者の場合）都条例と健康増進法改正後に受動喫煙を経験しましたか 

 １．頻繁にある（場所      ） ２．たまにしかない（場所     ） ３．ない 

 

（１２）（先生が喫煙者の場合）受動喫煙をさせないようにどのような工夫をされていますか（複数回答可）。 

１．個室禁煙室でのみ喫煙する ２．喫煙スペース（開放型含め）で喫煙する  

３．自宅では吸わない ４．歩きたばこをしない ５．携帯型灰皿を携帯する  

６．その他（               ） 

 

加熱式タバコについてお伺いします。 

（１３）ニコチン入り電子タバコは旧薬事法により国内で販売が規制されていることをご存知ですか。 

１．知らない ２．知っている 

 

（１４）電子タバコと加熱式タバコは別のものであることをご存知ですか。 

１．知らない ２．知っている 

 

（１５）米国では FDA の認可がおりず 2019 年 5 月までアイコスが販売出来なかったことをご存知ですか。 

１．知らない ２．知っている 

 

（１６）加熱式タバコは有害性のエビデンスの蓄積が少なく各種条例の規制対象とならないことが多いこと

をご存知ですか。 

１．知らない ２．知っている ３．紙巻タバコと同様に扱うべき ４．有害性が低いので当然である 

 

（１７）加熱式タバコを吸っている患者さんが増えてきていますが患者さんに正確な情報を説明できますか。 

 １．きちんとできる ２．少しできる ３．できないので医師会で講演会を開催して欲しい 

 

（１８）現在国内で販売されている「アイコス」や「プルームテック」「グロー」はどれにあたりますか？ 

 １.電子タバコ ２.加熱式タバコ ３. その他（          ） 

 

（１９）加熱式タバコの害についてどう思われますか？ 

 １．紙巻きたばこ並みに有害であり同等に規制すべき  

２．紙巻きたばこほど害は少ないためゆる規制でよい 

 ３．現時点では有害性のエビデンスは乏しく規制は時期尚早である 
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（２０）紙巻きたばこに対する禁煙治療をする一貫として、加熱式タバコにまず移行して、そこから完全に

禁煙するという考えにどう思われますか。 

 １．反対（加熱式タバコも有害であるから）  ２．賛成   ３．その他（     ）       

 

各種条例や法律についてお伺いします。 

（２１）2005 年に世界各国がタバコ対策を進められるように WHO により「たばこ規制枠組条約」FCTC が    

発効され、日本もこれを批准していることをご存知ですか。 

１．知らない ２．名前だけ知っている ３．だいたい知っている ４．よく知っている 

 

（２２）「東京都子どもを受動喫煙から守る条例」（2018 年 4 月 1 日施行）をご存知ですか。 

家庭内の子どもと同室の空間、子どもが同乗する自動車、公園や広場、学校・児童福祉施設・小児科等

の周辺の路上などが「タバコを吸ってはいけない場所」となりました。 

 １．知らない ２．名前だけ知っている ３．だいたい知っている ４．よく知っている 

 

（２３）「世田谷区たばこルール」（2018 年 10 月 1 日施行）をご存知ですか。 

世田谷区内全域の道路、公園は禁煙となり、屋外の公共の場所での歩きタバコも禁止となりました。 

１．知らない ２．名前だけ知っている ３．だいたい知っている ４．よく知っている 

 

（２４）「東京都受動喫煙防止条例」（2018 年 6 月 27 日成立）をご存知ですか。 

屋内での受動喫煙による健康影響を未然に防止し、東京を誰もが快適に過ごせる街にするために、健康

影響を受けやすい「子どもを守る」、受動喫煙を防ぎにくい立場の「働く人を守る」という「人」に着

目した２つの対策を柱に定められた条例です。 

１．知らない ２．名前だけ知っている ３．だいたい知っている ４．よく知っている 

 

（２５）「改正健康増進法」（2018 年 7 月 18 日成立）をご存知ですか。 

望まない受動喫煙を無くすことが目的で、受動喫煙による健康影響が大きい子どもや患者等に特に配慮

した内容で、施設の類型や場所ごとに対策を講じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに掲示を義

務づけるものです。 

１．知らない ２．名前だけ知っている ３．だいたい知っている ４．よく知っている 

 

（２６）つぎのうち、内容をご存知の者をすべて選んでください。 

 １．タバコ枠組条約（FCTC） ２．東京都子どもを受動喫煙から守る条例  

３．世田谷区たばこルール ４．東京都受動喫煙防止条例 ５．改正健康増進法 

 

（２７）小中学校での喫煙防止教育（禁煙授業）のご経験について 

 １．すでに講義している ２．経験はないが依頼されれば行う ３．経験なく今後も考えていない 
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（２８）区民に対する教育・啓発活動としてどのような内容が必要か選んで下さい（複数選択可） 

 １．タバコ（加熱式タバコを含む）の有害性 ２．タバコの依存性  

３．受動喫煙（三次喫煙を含め）４．タバコに関する規制（条例、法）について  

５．その他（           ）  

 

2020 東京オリンピックに向けて受動喫煙対策が加速しており、改正健康増進法では 2019 年 7 月 1 日より第

一種施設（病院・医院、小中高校、大学、行政機関、幼稚園、保育所など）の原則敷地内禁煙が義務づけら

れました。 

（２９）先生の医療機関は現在敷地内禁煙ですか。 

１．敷地内禁煙 ２．施設内禁煙 ３．施設内に喫煙室設置 ４．屋外に喫煙所設置  

５．自由に喫煙可能 

 

（３０）先生の医療機関の喫煙する職員（先生ご自身も含め）はどうされていますか。 

１．喫煙職員はいない ２．医院内で喫煙している ３．屋外（敷地内）で喫煙している  

４．敷地外の喫煙所まで吸いにいく ５．これを機に禁煙を検討し始めた  

６．これを機に禁煙した 

 

（３１）紙巻きタバコだけではなく、加熱式タバコもすべて敷地内禁煙となることをご存知ですか。 

１．知らない ２．知っている 

 

（３２）今後は受動喫煙に関する法や条例において、罰則の強化などの必要性についてどう思われますか 

 １．強化すべき（罰金など含め） ２．現状のままでよい ３．もっと緩くすべき 

 

（３３）改正健康増進法による敷地内禁煙が開始となり、禁煙希望患者さんは増えましたか。 

１．変わらない ２．少し増えた ２．かなり増えた ３．禁煙治療についての問い合わせが増えた 

 

（３４）先生の医療機関は保険診療での禁煙治療を行っていますか。 

１．はい ２．いいえ ３．最近始めた ４．始める予定なので要件を知りたい  

５．自費診療で行っている 

 

（３５）設問（３４）で「いいえ」と回答された場合にお答えください。 

  先生が禁煙治療を行わない理由はなんですか。 

１．時間的に余裕がない ２．診療報酬に反映されない ３．専門知識がない 

４．自分の専門領域でない ５．機器の購入に費用がかかる ６．他（       ） 

 

（３６）国の改正健康増進法と東京都の受動喫煙防止条例ではどちらが規制が厳しいと思いますか。 

１．国の改正健康増進法 ２．都の受動喫煙防止条例 ３．規制のレベルは同一 
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（３７）東京都受動喫煙防止条例の次のどの点を評価しますか。 

１．屋内での受動喫煙による健康影響を未然に防止し、誰もが快適に過ごせる街を実現する 

２．健康影響を受けやすい「子ども」を受動喫煙から守る 

３．受動喫煙を防ぎにくい立場の「従業員」を受動喫煙から守る ４．上記の全て 

 

（３８）国や都は事業者に対して喫煙室の設置等に係る財政支援や費用助成を行いますがどう思われますか。 

１．税金を使うのはおかしい ２．喫煙者のためには必要な措置  

３．タバコ会社が全額費用負担するべき 

 
本調査の結果を、2016 年 4 月、2017 年 6 月に行ったものと比較検討も併せて行った。 

 
結果 

アンケートの結果の抜粋を資料 1 に示す。 
アンケートの回収は 184 例（回収率 57.1％）で、2016 年（62.8％）より少ないが、2017

年（52.8％）より多かった。現在喫煙者は紙巻きタバコ 4 名、加熱式タバコ 4 名の合計 8
名（喫煙率 4.3％）で 2016 年（7.8％）より減っているが、2017 年（4.2％）と変わりなか

った。女性の喫煙者は 1 名のみであり、2017 年と変わらなかった（設問 4）。 
両医師会合同の「禁煙宣言」発効について、「知っている」「何となく知っている」合

わせて 74％であった（設問 5）。 
副流煙については、「非常にある」と「多少ある」と合わせて 94％とほとんどの回答者

が認識していた（設問 8）。 
都条例・健康増進法改正後に受動喫煙を「頻繁にある」と回答した非喫煙者は、25％に

とどまり、「たまにしかない」も併せても 69％と、2016 年、2017 年といずれにおいても

「ある」との回答が 87％であったことに比べて減少していた（設問 11）。 
受動喫煙をさせない方法について喫煙者に問うたところ、「歩きたばこをしない」、次

いで「個室喫煙室のみの喫煙とする」の両者の回答が多かった（設問 12）。 
 アイコス、プルームテック、グローが、「加熱式タバコ」に分類されると回答できてい

る割合は 31％にとどまり、「加熱式タバコ」と「電子タバコ」という用語の理解が不十分

であると考えられた（設問 18）。 
加熱式タバコの規制については、59％の回答者が「紙巻きタバコの規制をすべき」と回

答していた（設問 19）。 
加熱式タバコを禁煙治療の一手段としてとらえることに、55％が「反対」と回答した一

方で、「賛成」は 6％にとどまった（設問 20）。 
 WHO により「たばこ規制枠組条約（FCTC）」が発効され、日本が批准していることも

含め理解しているとの回答は 13％にとどまった（設問 21）。 
小中学校での喫煙防止教育（禁煙授業）については、すでに講義しているとの回答は 6％

にとどまる一方、「未経験だが依頼があれば行う」との回答が 13％あった（設問 27）。 
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区民に対する教育・啓発活動としては、「タバコ（加熱式タバコを含む）の有害性」と

「受動喫煙」という回答が多く、「タバコの依存性」がこれに次いだ（設問 28）。 
自院内の喫煙環境については、最も厳しい「敷地内禁煙」としているとする回答は 64％

であったが、「施設内禁煙」と合わせると 93％となった（設問 29）。 
法令にて紙巻きタバコのみならず加熱式タバコも敷地内禁煙になることを認識している

とする回答は 47％と過半数に及ばず、この点が設問 29 での回答と関連していると考えら

れた（設問 31）。 
受動喫煙に対する罰則については、80％で「より厳しくすべき」との回答が認められた

（設問 32）。 
禁煙治療を「行っている」との回答は 26％で、「行っていない」129 名（70％）の中で、

「専門領域でない」が 52 名と多く、ついで「専門知識がない」が 42 名であった（設問 34，
35）。 

改正増進法と都の受動喫煙防止条例のどちらが厳しいかという設問に対して、都の受動

喫煙防止条例との回答は 31％にとどまり、正しい理解が浸透していないことが明らかにな

った（設問 36）。 
都の受動喫煙防止条例の中で、「屋内での受動喫煙防止」、ついで「子どもの受動喫煙防

止」が評価されていた（設問 37）。 
 
 
資料 1 
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ある

ない

2017年調査

ある
86.5％

参考：この半年以内の受動喫煙の有無（2016年、2017年）

ない
13％

173

26

1

ある ない 無回答

ある
86.5％

ない
13%

2016年調査
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・ニーズがない 
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考案 

 玉川医師会会員の喫煙率は、同医師会においてはじめてタバコ対策委員会が設置された

2016 年から 2017 年にかけて明らかに低下した。これは都医師会タバコ対策委員会との連

携、アンケート調査や会員向け講演会、禁煙宣言などの活動の影響と考えられたが、それ

以後 3 年経過しても再度増加することはないものの、さらなる減少は認められず、コアな

喫煙者は依然存在すると考えられた。 
 両医師会における「禁煙宣言」の存在、副流煙に関しては一定程度、医師会会員におい

ても理解が得られている一方、「加熱式タバコ」と「電子タバコ」の区別、改正健康増進法

と都の受動喫煙防止条例の内容の差違、法令にて加熱式タバコも敷地内禁煙になる点、「た

ばこ規制枠組条約（FCTC）」の存在と日本の批准していること等、医師会会員の理解が不

十分であることが明らかになった。タバコに関する国内外の知見の集積、法令の施行など

アップデートすべき知識はここ数年で急激に増加し、今後さらに医師会会員に対する啓発、

教育が必要であり、一方でいまだに認識されていない FCTC に関しては、名称を日本語で

「タバコ条約」などと簡略化するなど、地区医師会のみでは解決しきれない問題であるこ

とも示唆された。 
 今回の調査における受動喫煙経験の頻度については、2016 年や 2017 年に比較して減少

している結果となったが、都条例及び改正健康増進法の影響が考えられた。なお質問文を

「半年以内」だったのを、今回は「法令施行後」としたことと、「ある」を「頻繁にある」

及び「たまにしかない」に変えていることが、減少の原因となったか可能性は否めない。

このように受動喫煙は減少しているとはいっても半数以上は経験している結果となってお

り、今後のさらなる対策が必要であると考えられる。対策として回答で多かった「歩きた

ばこをしない」については、2018 年に策定された世田谷たばこルール（資料 2）にも明記
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されており、行政と連携して、パンフレットの他にも区報等を通じた区民へのさらなる普

及啓発が必要であると考えられた。 
 加熱式タバコについて、半数以上が「規制すべき」「禁煙治療の手段ととらえることに

反対」と回答しているのに対して、3 割前後の回答が「わからない」となっており、適切

な患者指導を行ううえで、医師会会員に対する認識を深める必要性があると考えられた。 
 小中学校での喫煙防止教育を行っている会員は少ないものの、「依頼があれば行う」と

する回答も 10％以上あり、学校医が禁煙授業をできない場合などにそういった会員に依頼

するなど、喫煙防止教育の拡大に関する可能性が示唆された。 
 同様に、禁煙治療を行っている会員は 2 割強であったが、残りの行っていないとする回

答において約 3 割が「専門知識がない」との回答であり、今後医師会員に対する講演会や

Web 講演による研修により、禁煙治療開始の可能性が示唆された 
 区民に対する教育・啓発活動としては、「タバコ（加熱式タバコを含む）の有害性」と「受

動喫煙」が多く挙げられ、今後の医師会主催の講演会のテーマとして積極的に取り上げて

いくべきであることが示唆された。 
 受動喫煙に対する罰則の強化の必要性が多くの回答で認められ、都条例のさらなる強化

の必要性について、都医師会を通して都側に働きかけていく必要性があると考えられた。 
 
総括 

地区医師会においてのタバコ対策、中でも受動喫煙防止に対する取り組むべき課題とし

て、以下の 5 点に総括できた。 
１．医師会会員に対して、タバコに関する法令を含めた知識のアップデートの教育・啓

発と、さらなる禁煙治療の拡大を行う。 
２．地区医師会主導で、区民に対する加熱式タバコを含めた喫煙と受動喫煙の有害性に

ついての啓発を行う。 
３．行政との連携において、既に策定されている喫煙に関するルールの周知を行う。 
４．小中学校での授業が困難な場合において、学校医以外の会員など潜在力を活用して

喫煙防止教育をさらに拡大させる。 
５．受動喫煙防止の徹底のための条例における罰則強化などについて、都医師会との連

携を積極的に行う。 
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資料 2 
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４．中野区医師会 

委員長  坂井 典孝 

 

中野区医師会では東京都医師会のタバコ対策に関する活動を参考に、2012 年 5 月に学術

公衆衛生部の下に喫煙対策委員会を設置、以後委員会を中心に活動を継続してきた。 
数年前より毎年区に対して禁煙外来への医療費助成制度導入を繰り返し働きかけてきた

が、ようやく2019年度より禁煙成功者への上限1万円の助成制度が3年間の時限措置として

開始されるに至った（各年度定員100名の予定）。具体的には健康保険での禁煙希望者が区

に申請して登録を行い、保険医療機関の禁煙外来を受診したうえで、成功した禁煙外来終

了者に上限1万円の医療費助成をするというものである。2020年12月24日現在、登録者は初

年度156名、年度途中の2年目150名の計306名となっており、うち終了者（成功者）99名、

治療継続中101名となっている。区内での全体としての禁煙外来受診者の把握が困難であり、

単純比較はできないが、助成制度導入前より禁煙外来受診者は増加傾向にあると感じてい

る禁煙外来実施医療機関関係者が多いようである。しかしながら、今後区に対して制度の

存続、拡充を要望していくうえでは、科学的にきちんとしたデータを如何に示していくか

も大切な点であり、また、この助成制度導入後、禁煙外来実施医療機関が増加したという

ことはなく、積年の課題である実施医療機関をいかに増やすかという課題も残っている。 
一方、2020年はコロナ禍の影響で、委員会活動、講演会も自粛を強いられ、禁煙対策に

対する医師会活動も充分できない状況となった。2019年10月18日に歯科医師会、薬剤師会

との三師会役員懇談会で医師会担当理事が“新型タバコの基礎知識”と題して講演し、受動

喫煙防止も含めた禁煙対策への協同歩調をとる踏み台となるはずであったが、コロナ禍で

2020年は歯科医師会や薬剤師会など他の医療関係団体との情報交換の場も失われた。委員

会でも、地区医師会独自の禁煙宣言に向けた議論をはじめとしていくつかの話し合いを持

つ予定であったが委員会開催自体ができず、中断した。今後さらなる情報通信機器の活用

も必要となるが、費用面の課題など問題点が多いのが現状である。 
行政との関係においても、医師会、行政双方が新型コロナウイルス感染症の対応に追わ

れ、タバコ対策に対する十分な情報交換ができなかったことが悔やまれる。特に、4月の非

常事態宣言下で3密になりやすい喫煙所の閉鎖を他地区が実施していたにもかかわらず、当

区が実施できていなかったことが後に判明したが、これに関しても日頃の情報交換の重要

性が再認識された。この解決のためには、人事が定期的に入れ代わるにもかかわらず定期

的に情報交換できる場をきちんと設置する必要性があろう。 
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５．練馬区医師会「一般社団法人練馬区医師会における「たばこ対策」の取り組み 

及び地区医師会からの提言について（2018 年度～2020 年度）」 

 委員  伊藤 大介 

 

はじめに 

 2020 年の「東京オリンピック・パラリンピック」開催に向け、受動喫煙防止対策の推進、

タバコ教育に対する啓発活動、東京都医師会「タバコ対策委員会」との連携をはかるため、

2018 年度、練馬区医師会内に「練馬区医師会たばこ対策会議」を設置した。庶務担当理事

を委員長、経理部理事、学校保健部理事、学術部呼吸器勉強会幹事、健診管理部肺がん検

診班班員、循環器専門医及び耳鼻咽喉科医会推薦医師により構成され、オブザーバーに東

京都医師会「タバコ対策委員会」委員が加わり、練馬区医師会の「たばこ対策」に関し議

論を行ってきた。 
 2019 年 6 月 27 日「東京都受動喫煙防止条例」成立後、同条例は 2020 年 4 月全面施行さ

れ、練馬区内の禁煙に対する意識が高まり、分煙店ではなく禁煙店を標榜する区内飲食店

が広がり始めた。このような背景の中、練馬区医師会たばこ対策会議では、特に小中学生

からの「タバコ教育」推進が重要であると考え、練馬区教育長及び練馬区健康部長等の上

層部と面談し、医師会として行政への働きかけと協力を求めた。 
 練馬区医師会「たばこ対策に係る指針」及び「脱・たばこ宣言 2020 ねりま」を策定し、

ポスターを作成して医師会員を初め、関係各所へ年 1 回配布する活動を行っている。行政

に対して、「禁煙外来助成金制度」の設置と継続を求めるとともに、小中学生に解りやすく、

タバコの害に関するメッセージを発信するために、第 38 回練馬区学校保健大会において、

学校保健部理事が「練馬区医師会におけるたばこ対策」について発表を行った。 
以下は練馬区医師会における「たばこ対策」に係る 2 年間の取り組みである。 

 
練馬区医師会における「たばこ対策」の取り組み 

2018年11月30日 練馬区医師会たばこ対策会議の設置（資料１） 
2019年 1月30日 第1回たばこ対策会議の開催 
2019年 4月 5日 第2回たばこ対策会議の開催 
2019年 7月 4日 第3回たばこ対策会議の開催 
2019年 9月 5日 第4回たばこ対策会議の開催 
2019年 9月18日 

    
練馬区教育長・健康部長・健康推進課受動喫煙対策担当係へ「たば

こ対策にかかる指針・脱たばこ宣言2020ねりま」策定の説明 
2019年10月 1日 

    
「練馬区医師会 たばこ対策にかかる指針（資料２）」及び 
「脱・たばこ宣言2020ねりま（資料３）」作成、配布 

2019年11月 6日 「城北地区医師協議会」において当会のたばこ対策について報告 
2019年11月13日 練馬区作成、禁煙ステッカーの配布（資料４） 
2019年12月 5日 

    
令和元年度 第38回練馬区学校保健大会で発表（資料５） 
 「たばこ対策について～練馬区医師会の取組も含めて～」 
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2020年10月27日 第5回たばこ対策会議の開催 
2020年12月10日 

    
「練馬区医師会 たばこ対策にかかる指針」 
「脱・たばこ宣言2021ねりま」作成・配布 

 
これからの活動 

練馬区医師会では、「タバコを憎んで人は憎まず」の理念の下、タバコに対して毅然とし

て「No」と言う姿勢を示していくことが重要と考え、医師会会員、事務職員、に対しても

定期的な情報発信をしている。タバコ対策の意識を風化させないために、今年度も会員医

療機関に対し、「脱・たばこ宣言 2021 ねりま」と更新し、「たばこ対策に係る指針」を配布、

東京都医師会「タバコ Q&A 改訂第 2 版」も、直接会員の手に届けるため、各種会議や委

員会の際に、直接、手渡しで配布した。今後も東京都医師会「タバコ対策委員会」と連携

し、「たばこ対策」について取り組む。 
 
提言 

地区医師会で「たばこ対策」を議論してきた前述の経過を踏まえ、地区医師会から地域

における「東京都のタバコ対策」への提言を述べる。 
地区医師会のタバコ対策会議は、医師会会員の使命感、熱意に支えられている。地区医

師会が主導する禁煙活動は、4 年毎に交代する地区医師会長・担当理事の方針で、その活

動に温度差、施策実行の加速度が決まるため、都下の 47 地区医師会の活動には濃淡がある。

ほとんどの会員はタバコ Q&A 改訂第 2 版の存在を知らなかった。すべての地区医師会が

医療・医学を通じて、同じ危機意識を共有できる仕組みを以下に提言したい。 
１．嗜好品としてのタバコ・ニコチン製品が存在する以上は喫煙という習慣は残る。医

師会の構成員は医師であるため、診療科標榜科を問わず、タバコ・ニコチン製品が身

体におよぼす医学的な原因とされる病的事例の報告を、東京都医師会会員が共有でき

る情報共有ネットワークの構築を提言する。 
２．しかし、喫煙行為がどの程度関与しているかの指標に関してはブリンクマンインデ

ックスがあるのみである。多様な形で存在するようになったニコチンが、疾病に関与

する強弱に関して、がんの細胞診のようなクラス分類が作成できればと考える。単に

タバコが関与する疾患と片づけるだけでなく、どの程度関与しているか、肺がん検診

にけるブリンクマンインデックスに代わる、タバコ（ニコチン）関与指標が必要と考

える。東京都医師会が主導となり、昨今の多様なニコチン製品に合わせた受動喫煙も

含む疾病関与指数の作成への取り組み、研究者へのサポートを東京都に提言する。 
３．サプリメントの被害の実例も収集されている。タバコ・ニコチン製品の健康被害の

実例を東京都医師会会員・東京都民が共有し、根気強く社会へ発表をしていくことが、

社会の認識に繋がる。行政へは、条例でマナーや分煙の問題、禁煙支援に取り組んで

いる点を評価するが、禁煙活動を進める医師会への活動助成金や、１．２．について

取り組む研究者を助成していただきたい。 
  



78

資料 1 
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資料 2 
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資料 3                      資料 4 
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６．調布市医師会 
「歯科医師会・薬剤師会・ちょうふタバコ対策ネットワークと協働した取り組み」 

             副委員長  荒井 敏 

 
はじめに 

 調布市では、調布医師会・歯科医師会・薬剤師会の三師会とちょうふタバコ対策ネット

ワークが連携し調布市と協力してタバコ対策を進めてきた。その大きな目標の一つが、調

布市受動喫煙防止条例の制定であった。折しも、調布市は 2019 年ラグビーワールドカップ

及び延期されたが 2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の会場となることが

決定し、受動喫煙防止条例制定の気運が盛り上がっていった。この結果、2018 年 5 月に「調

布市の受動喫煙防止等対策に関する取り組み方針」が策定・公表され受動喫煙防止対策へ

の取り組みが加速していった。 
 
調布市受動喫煙ゼロの店登録事業 

 取り組み方針の一つである、受動喫煙防止対策が講じられている民間施設の登録・周知

を目指して 2018 年より実施されている事業である。別表の登録区分により店舗屋内禁煙や

敷地内禁煙を実施している市内の飲食店を「受動喫煙ゼロの店」として登録し、ステッカ

ー（図 1）を交付するとともに市のホームページ（https://non-smoking.chofu.com/）などで

PR を行うもので、2020 年 12 月 15 日現在、調布パルコ及びトリエ京王調布などの複合商

業施設内の店舗を含む 89 店舗が登録されている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図

                             図 1 受動喫煙ゼロの店事業 
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調布市受動喫煙防止条例 

 本条例は下記の調布市における受動喫煙防止対策等の基本的な考え方に沿って制定され

たものである。 
・調布市が管理する公共施設の受動喫煙防止等対策 
・屋外における受動喫煙防止等対策 
・子ども・妊婦を守る受動喫煙防止等対策 
・市民・関係団体との連携  

条例制定に当たっては、調布市役所・医師会・歯科医師会・薬剤師会及び調布市民公募委

員による「調布市受動喫煙防止対策推進検討会」が設置された。3 回の検討会での白熱し

た議論の後、調布市受動喫煙防止条例（案）が作成され、調布市議会において 2019 年 3 月

26 日全会一致で可決成立し 2019 年 7 月 1 日より施行された。 
 本条例の特長は、駅前広場やその周辺の路上が喫煙禁止区域に指定され、喫煙中止命令

に従わなかった場合は、過料を科すこと（ただし、別途規制を定める日から適用開始）。 
学校・児童福祉施設等の敷地に隣接する路上での終日喫煙禁止。市立公園や広場における

終日喫煙禁止。さらに市立の小中学校の児童・生徒に対する喫煙防止教育の推進を明示し

た点である（図 2 参照）。 
 さらに、調布市は受動喫煙防止と喫煙者を減らすため公費を投じた喫煙所の設置を行わ

ない方針である。これは、我々が調布市に対してタバコ対策推進を訴え始めた初期から要

望してきたことであるが、調布市がこの訴えに賛同し、いろいろな外圧にも負けずに喫煙

所の廃止と新たな喫煙所の非設置の方針を貫いていることは特筆に値する。 

図 2 調布市受動喫煙防止条例 
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調布市の喫煙防止教育 

 児童生徒における喫煙防止教育の実施は、タバコ対策の大きな柱の１つである。調布市

三師会とちょうふタバコ対策ネットワークは受動喫煙防止条例の制定以前より調布市に対

し喫煙防止教育実施の重要性を訴えてきた。これにより、調布市受動喫煙防止条例に受動

喫煙防止教育の推進が明示されたのは大きな成果である。現在、調布市の喫煙防止教育は

ちょうふタバコ対策ネットワークの会員が主体となり実施している。 
 喫煙防止授業の実施回数は、2017 年 3 件、2018 年 5 件、2019 年 8 件と着実に件数を伸

ばしてきたが、2020 年は新型コロナウイルス感染症の影響で、残念ながら 2 件にとどまっ

ている。調布市の喫煙防止授業は、画一的な教材を使用するのではなく、各講師がオリジ

ナリティーにあふれる教材を独自に用意して授業を行っていることが特長である。このた

め毎回児童生徒が熱心に授業を受けており、学校側からの要請で毎年授業を行う場合も多

い。 
 
加熱式タバコに対する考え方 

 受動喫煙の有害性の啓発や健康志向の高まりとともに喫煙率は低下傾向にあり、従来の

紙巻きタバコから加熱式タバコへのシフトが進んでいる。これは、ニコチン離れを防ぐた

めに、加熱式タバコの有害性が紙巻きタバコより大幅に軽減されており受動喫煙の害もな

いとするタバコ産業の巧みなプロモーションによるところが大きい。しかしながら、加熱

式タバコの有害性と受動喫煙への影響についても徐々に明らかになってきており 1)、加熱

式タバコに対する対策を講じることが喫緊の課題である。 
 前述した、調布市受動喫煙ゼロの店事業では、紙巻きタバコだけではなく、加熱式タバ

コなども禁止の対象としていることが特長である。また、調布市受動喫煙防止条例では、

喫煙の定義を「たばこを燃焼させ、又は加熱することにより、煙又は蒸気を発生させるこ

とをいう。」（調布市受動喫煙防止条例 第 2 条(3)）と定義しており、加熱式タバコも規

制の対象としている。 
さらに、我々が行っている喫煙防止授業では必ず新型タバコの有害性についても積極的

に児童生徒に啓発を行っている。 
 
おわりに 

 喫煙者は新型コロナウイルス感染症の重症化及び死亡のリスクが非喫煙者より約 2 倍高

い 2),3)など、喫煙が新型コロナウイルス感染症の重症化要因の一つであることが明らかとな

っている。また、新型コロナウイルスの感染の広がりを抑えるためには、3 密を避ける必

要があるが、典型的な 3 密状態で重症化リスク要因の喫煙を行う場である喫煙所がクラス

ターの原因となり得るであろうことは容易に想像でき、実際に、クラスター防止のため既

存の喫煙所を閉鎖する動きも各地で起こっている 4)。 
 我々が要望し調布市がそれに応えた、喫煙所を設置しないタバコ対策の方針は、このコ

ロナ禍の時代にマッチしたものといえる。経済活動が極度に停滞することを避けながら感

染防止対策を行っていくことは行政にとって至難の業であるが、我々医師会をはじめとし
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た医療従事者が率先してタバコ対策を後退させることのないように行政に訴え続けていく

ことが、ひいては新型コロナウイルス感染症の広がりを抑制し重症化を防止することにつ

ながって行くものと思われる。 
    
参考文献 

1) 稲葉洋平ほか：加熱式たばこ製品の有害性について. 保健医療科学. Vol.69 No.2:144－152. 2020    
2) Rohin K.et al: The effect of smoking ON COVID-19 severity: A systematic review and   meta-analysis. 

J Medical Virology, doi.org/10.1002/jmv.26389,:4.August.2020 
3) Askin G. et al: The Effect of Smoking ON COVID−19 Symptom Severitw and Meta-Analysis. 
 Pulmonary Medicine, doi.org/10.1155/2020/7590207:8.September.2020 
4) 日本禁煙学会 HP 全国の喫煙所・喫煙室の閉鎖状況  

http://www.jstc.or.jp/modules/information/ index.php?content_id=247  
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７．小平市医師会「小平市医師会における禁煙活動と現在の問題点」 

委員  松岡 綠郎 

 
小平市医師会での禁煙活動の取り組みのスタートはかなり早く開始された。しかし、そ

の後は大きな進展はなく、多摩地区でも確実な成果が出ていない医師会の一つと言えるだ

ろう。 
禁煙活動の第一歩は小平市医師会主催の市民公開講座の第 1 回として「タバコと健康」

と題して 2005 年 9 月 3 日に開催した。演者と演題は図 1 に示す。 
大変好評だったため、小学生を対象に「禁煙」の出張講義を無償で行う交渉を教育委員

会と行ったが、まったく取り上げて貰えなかった。行事予定がすでに決まっており、教育

委員会として禁煙教育は必要ないと判断したのと回答だった。 
 その後は公的施設内禁煙を小平市と交渉してきたが、市役所内の喫煙室の閉鎖に長い年

月が必要だった。東京都受動喫煙防止条例制定後、2019 年 6 月 1 日に閉鎖できた。 
 小平市との共同で図 2 の禁煙の勧めを市民し配布し、禁煙外来を施行している医療機関

へのリンクも形成した。 
 その後は目立った活動もなく、おおいに反省している。 
 東京都医師会のタバコに関するアンケート後に BAT（British American Tobacco）の新聞発

表があり、小平市医師会の会員から質問を受けた。 
 BAT が販売している加熱式タバコ（グロー）での長期臨床試験を行った。観察対象を 4
群の分類。1 群 紙巻タバコ喫煙者。Ⅱ群グローに切り替え。Ⅲ群 禁煙。Ⅳ群 喫煙未経

験者。その結果一年間の観察において、グローに切り替えた群では有害性物質の曝露量が

禁煙群とほぼ同水準に減少したと発表した。タバコ会社の発表であり、原著を読んでいな

いためコメントは避けたが、ハームリダクションの効果はあるのではないかと言及された。 
 さらに医学情報サイトの M3 にフィリップ・モリスの宣伝で 2020 年 7 月、米国 FDA（ア

メリカ食品医薬品局）が加熱式タバコである「IQOS」について、「曝露低減たばこ製品」

として販売すること許可した事に関してコメントしている。その中で図 3 に示す各種有害

物質が加熱式タバコで著減していることを強調している。今後は日本において、この曝露

低減タバコ製品と認定された「IQOS」が、受動喫煙を含めて、どのような影響を及ぼすの

がデータの蓄積が責務と感じている。問題点はフィリップ・モリスが FDA に提出した有害

物質がすべてではないと言う点だ。「IQOS」から生じるすべて物質の検討、解析が世界的

レベルを行わる必要があると考える。 
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図 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2 
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Ⅵ．各団体のタバコ対策～現状と今後の展望～ 

 

１．東京都歯科医師会「東京都歯科医師会の禁煙支援への取り組みについて」 

 委員  髙品 和哉 

 
東京都歯科医師会の禁煙支援の取り組みは 2002 年から始まり、禁煙支援プログラム研修

会を 4 年間に渡り開催し、受講を終了した歯科医療機関は 527 件であった。現在は、東京

都歯科保健普及啓発事業のイベントの一つとして禁煙支援フォーラムを毎年開催し、タバ

コの有害性や歯科医院での取り組み等を広く都民に紹介している。2019 年度の「禁煙支援

フォーラム」は、2019 年 12 月 18 日に歯科医師会館 1 階大会議室にて開催した。基調講演

①『「口」はタバコゼロ社会への入り口』を日本対がん協会 参事 望月 友美子先生に、基

調講演②『タバコ産業の干渉と加熱式タバコの危険性について』を日本禁煙学会 理事長 作
田 学先生に講演いただき、基調講演の後、パネルディスカッションを上記 2 名の講師を交

えて、日本歯科大学生命歯学部衛生学講座 福田雅臣 教授の座長のもと行った。  
東京都歯科医師会は、2018 年度に『タバコに関するアンケート』を実施し、前回答申で

報告したが、その後は他の事業を実施していないため、今回は 2019 年度に日本歯科医師会

が全国都道府県歯科医師会に対して行った調査を通して、全国の歯科医師会の禁煙に対す

る取り組み等を報告する。 
 
問 1 たばこ対策に関する協議会等への参画について 
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問 2 禁煙支援事業について 
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まず、問 2 の(1)の禁煙宣言に関して、都道府県歯科医師会で禁煙宣言している割合が、

2017 年では 36.2％、2018 年は 38.3％であったが、2019 年は 48.9％と年々徐々に増加して

いる。注目すべきは 2019 年には、禁煙宣言をした歯科医師会数が禁煙宣言をした行政を超

えた事である。しかしながら、問 2 の(2)禁煙支援研修会の開催、(4)禁煙支援歯科医療機関

の認定、(5)禁煙支援歯科医療機関についての情報提供、(6)禁煙・防煙教育への講師派遣、

(7)患者及び住民への禁煙啓発資料の作成・配布、(10)他医療機関への口腔と禁煙の関連に

関する啓発等は、歯科医師会が行政よりも下回っており、連携もとれていない。これは、

行政任せになっている歯科医師会が多いことを示唆している。歯科医師会の (8)禁煙関連

イベントへの参加が辛うじて過半数を超えているものの、これらは、問 1 の都道府県にお

けるたばこ対策に関する協議会に約 40％もの歯科医師会が参画していないことも一因と思

われる。また、(3)禁煙支援歯科医の養成、(9)歯科医療従事者の喫煙状況・禁煙意識調査の

結果からも積極的とは言えず、医療の一角をなす歯科として今後の課題である。 
全国的にみても、東京都歯科医師会は積極的に事業を行ってはいるが、前述した「禁煙

支援フォーラム」に関して、開催の周知を各会員診療所に依存しているため、都民の参加

者が低迷している。現在、周知方法等を検討中であるが、コロナ禍のため、2021 年 3 月に

『禁煙外来と歯科』をテーマに中島 隆裕 先生（東京歯科大学 市川総合病院呼吸器内

科 講師、禁煙外来担当）及び斎藤 淳 先生（東京歯科大学 歯周病学講座 教授）の

講演を Web 形式で開催予定である。本講演の周知に関しても従来の方法に加え、東京歯科

大学病院にポスター掲示、チラシ配布の協力も依頼する予定である。また、2021 年度は、

前回調査より 3 年が経過し、東京都受動喫煙防止条例が全面施行後どのように変化したか、

東京都歯科医師会会員診療所に対し再度調査を行う予定である。 
上記を踏まえたうえで、今後、東京都歯科医師会として都民の禁煙に対しどのように貢

献できるか再検討が必要である。 
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２．東京都薬剤師会「東京都薬剤師会の取り組みについて」 

                 委員  龍岡 健一 

 
はじめに 

 東京都薬剤師会は 2013 年より東京都医師会タバコ対策委員会に委員として参画させて

いただいているが、その活動の一環として 2018 年に東京都の医療４団体（医師会・歯科医

師会・薬剤師会・看護協会）による街頭署名運動への参加、署名提出等の受動喫煙防止条

例制定活動への協力を行うことができた。 
このような中で、2018 年 6 月に「東京都受動喫煙防止条例」が可決、同年 7 月には国と

しての「健康増進法」の改正が行われているが、東京都の条例は施設敷地内の喫煙室の設

置の可否等について「健康増進法」を上回る基準となっているが、これは東京の公共施設、

飲食店等施設（小規模・多数）の状況から受動喫煙防止に対して大きな効果を持つものと

考えられる。 
2005 年に発効し、我が国も含む 182 カ国が締約している「たばこの規制に関する世界保

健機関枠組条約」（FCTC）、2020 年オリンピック・パラリンピック開催という課題の中で、

受動喫煙防止に関する法的な整備がされたことは大きな進歩であり、さらに今後、喫煙者

の減少へと連鎖させることで、国民の健康増進、健康寿命の延伸に大きな効果をもたらす

ことが予想される。東京都薬剤師会は受動喫煙防止、禁煙の支援を今後とも推進していく

所存である。 
 

東京都薬剤師会の取り組み 

東京都薬剤師会ではホームページ内の都民向けのサイトに「タバコと健康」の項目を設

けている。この中で、喫煙、受動喫煙の基本的な解説に加え、新型タバコの有害性に関す

る正しい知識、禁煙の補助になるというエビデンスの無いハームリダクション等について

も啓発を行っている。 
全国の都道府県、地区（区、市）の薬剤師会ではそれぞれの地域状況に合わせ、禁煙、

受動喫煙防止に対する会員内部及び地域住民への啓発活動、また、学校薬剤師として学童

への喫煙防止（防煙）教育に取り組んでいるが、東京都薬剤師会では会員のこれらの活動

を支援しおり、ここにいくつかの取り組みを紹介する。 
 
１．東京都薬剤師会 認定基準薬局制度 

東京都薬剤師会では、地域の薬局が調剤にとどまらず適正な

医薬品供給、情報提供、健康相談、医療・介護との連携において

地域住民に対して機能するよう「基準薬局」の認定制度を実施し

ている。その認定要件は指定の研修会の受講に加え、満たすべき

基準の中に「薬局内は全面禁煙とし、タバコの販売をしていない」

との項目を設けている。2020 年 12 月現在で認定数は 619 件とな

っている。この認定制度は今後、さらに基準を見直しつつ、地域 基準薬局認定シール 
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住民に対する「かかりつけ機能」「健康サポート機能」の充実をはかるよう推進してい

く予定である。 
 

２．東京都薬剤師会認定 禁煙支援薬剤師認定制度（禁煙支援薬剤師講座） 
東京都薬剤師会では、タバコによる健康被害に対し、「公衆衛生の向上及び増進に寄

与し、もって国民の健康な生活を確保する」という薬剤師の職能を発揮するべく 2009
年より検討を開始し、2011 年に「東京都薬剤師会認定 禁煙支援薬剤師認定制度」を発

足させた。2013 年からの第 4 次国民健康づくり対策（健康日本 21）、及び 2018 年の健

康増進法改正等を踏まえ、禁煙指導の意義、支援・指導方法の知識と技能を持ち、喫

煙者へ禁煙相談や禁煙プログラムを適切に提供できる認定禁煙支援薬剤師の養成を目

的としている。 
  e-ラーニング講座受講終了後、Web 試験合格によって修了証を取得し、それをもっ

て禁煙支援薬剤師の認定を申請する。認定は 3 年毎の更新となり、更新時には禁煙支

援事例の報告書を提出することとし、禁煙支援薬剤師が在籍する薬局には東京都薬剤

会認定シール（図 2 右）表示することとしている。 
2019 年には e-ラーニング講座の内容を一新し、加熱式タバコ等、いわゆる新型タバ

コに対する知見、対応、ハームリダクションに対する考えも加えた内容とした（図 2
左）。 

   会員、会員外を問わず全国の薬剤師を対象としており、2020 年 11 月現在で申込総

数 445 名、受講修了 257 名、Web 試験合格者 234 名、認定禁煙支援薬剤師の認定者 119
名となっている。 

 
図 1 東京都薬剤師会禁煙支援薬剤師講座 受講の流れと認定証（見本） 
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図 2 (左)東京都薬剤師会 禁煙支援薬剤師講座 

「医師による禁煙指導Ⅰ」よりスライド抜粋 

(右)東京都薬剤師会認定シール 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

３．東京都薬剤師会 受動喫煙防止啓発資材の作製 

2017 年に、小学校高学年を対象とした受動喫煙防止のフラッパー型啓発資料「受動

喫煙に NO!!」を作成し、「薬と健康の週間」において地区薬剤師会が設置する「くすり

と健康」街頭談所 47 カ

所に配布し、区民・市

民への啓発に使用した。

今後、地域の学校薬剤

師、青少年薬物乱用防

止講習会等での活用も

視野に入れている。な

お、この資材は 2019 年

に日本高血圧学会主催

の「禁煙指導ツールグ

ランプリ」便利グッズ

部門において、最優秀

賞を受賞している（図

3）。     
 図 3 「受動喫煙に NO!!」   

 

おわりに 

今後、改正健康増進法、受動喫煙防止条例等の施行下において喫煙機会の減少は必然で

あり、禁煙希望者の増加、新型タバコへの転換が想定される。薬局においては禁煙支援の

重要性はより高まり、新型タバコのハームリダクションとしての考えに対する対処、禁煙

外来への紹介を念頭に置いた対応が必要になると考えられる。 
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３．東京都看護協会「タバコ対策の実施について」 

    委員  大橋 純江 

 

看護職の喫煙実態 

１．2018 年度に実施した、「看護職の実態調査」

報告書をもとに、看護職のタバコ対策を継続的

に実施している。2018 年の東京都の看護職の喫

煙率は 7.5％だった。国民の喫煙率 17.7％（厚

生労働省平成 29 年国民健康・栄養調査報告．

2018）に比較して、下回ってはいるものの、5
年前の 2013 年日本看護協会調査 7.9％から、低

下率としては大きな変化はみられない。 
 
２．上記調査結果では、看護職の習慣的喫煙開始

年齢は 18 歳と 20 歳が多いことがわかった。喫

煙開始の動機は「友達が吸うため」が最も多か

ったことを踏まえ、当協会が主催する「看護学

生看護研究学会」の抄録集に下記資料を挿入し

た。今年度は、COVID-19 の対応で Web 開催オ

ンデマンド配信に変更となったが、抄録集には、

日本禁煙学会理事長よりお許しをいただき第

14 回日本禁煙学会理事長講演資料における「加

熱式タバコの問題点」を掲載した。若い学生が安易にタバコを手にしないために危険性

の理解と警告とした。今年度も例年どおり 1,600 名以上の視聴参加となった。 
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卒煙サポーター研修 

 2020 年 9 月 6 日（日）社会経済福祉委員会主催の「卒煙

サポ－ター研修」を今年度も、村松弘康先生、国立がん研究

センター心理療法士の先生にご協力いただき開催した。 
 
今後の課題 

１．看護職が健康に働き続けるために習慣的喫煙者の禁 
 煙外来受診の推奨 

２．新型タバコに関する理解研修事業における広報 
 
⇒１．２．は教育研修受講者（年間約 10,000 人受講）へ

のチラシや休憩時間等における DVD の視聴 
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４．浅草医師会立訪問看護ステーション「在宅看護の現場から」 

委員  井上 仁子 

 
東京都は、2018 年 7 月に改正された健康増進法と合わせて、2019 年 1 月 1 日から受動喫

煙防止条例施行を段階的に行い、2020 年 4 月 1 日「東京都受動喫煙防止条例」を全面施行

した。その理念は、「望まない受動喫煙をなくす」である。受動喫煙には、副流煙、呼出煙、

主流煙があり、これらによって肺がん等の疾患リスクが高まることが明らかになっている。 
訪問看護師は、療養者のいる生活の場に伺い、その場で、療養者とご家族の意向や生活

環境を尊重し看護を提供している。生活の場の主体は、療養者である。訪問看護師の仕事

の場が、生活の場である以上、喫煙者の療養者宅で、受動喫煙を避けることは難しい。現

場ではどういう状況になっているか報告する。 
 
現状 

我々は、訪問看護の依頼があると、ご自宅に伺い、看護を提供する。訪問対象者は、乳

児から高齢者である。ステーションの特殊性にもよるが、60 歳以上の方が圧倒的に多いの

ではないだろうか。喫煙開始の年齢が 20 歳代とすると、喫煙している療養者は、必然と喫

煙歴が長くなっている。部屋の壁は黄色に変色し、喫煙していなくてもタバコ臭が漂って

いる。看護師はマスクを着用しているが、口腔内はタバコ臭になり、時には気分不快にな

る。滞在時間 30 分で、着用している衣類や髪はもちろん、部屋に置いているカバンに至る

まで、タバコ臭が付着し、数時間消えることはない。次の訪問に行く前に、消臭対策が必

要になる。アレルギーや喘息の持病がある看護師は、呼吸苦になることもあり、訪問が困

難になるケースもある。しかし、現在は持病がなくても、長い目で見れば健康被害を被る

ことは容易に想像できることである。 
 
対応 

初回訪問時に、喫煙者には、訪問している間は喫煙を控え、換気をさせていただくよう

にお願いしている。これまでに、拒否されたことはなく、これで副流煙は避けることがで

きる。 
訪問スケジュールを立てるときには、持病がない看護師に訪問をお願いしている。 

 
課題 

在宅で療養生活を選択した方の中には、病院は禁煙なので「大好きなタバコを気兼ねな

く、吸いたい」と退院してきている方もいる。終末期の療養者に「タバコが吸いたい」と

言われれば、受動喫煙は避けたいけれども、喫煙のお手伝いをしてしまうのも看護師であ

る。受動喫煙は避けたいという気持ちと、療養者の希望のためには受動喫煙も厭わないと

いう相反する思いに悩みながら日々看護を提供している。 
東京都受動喫煙防止条例が正しく実施され、禁煙が進み、望まない受動喫煙がなくなり、

安心して療養者宅を訪問し、看護が提供できる日が来てほしいと願っている。 



98

Ⅶ．喫煙防止教育 

 

１．喫煙防止教育の推進に向けたアプローチ 

アドバイザー  村松 弘康 

 

喫煙防止教育の必要性・重要性 

 少子高齢化社会を迎え、この国の将来を支える子供たちの健康を守ることは、日本にと

って最重要課題のひとつである。 
WHO は、タバコが健康だけでなく、社会、経済、環境に及ぼす破壊的な影響を懸念して、

たばこ規制枠組条約（FCTC：Framework Convention on Tobacco Control）を制定し 1)、世界

中にタバコの有害性を警告している。 
これを受けて世界では、すでに喫煙率ゼロを目指す取り組みがスタートしており、日本

でも子供たちをタバコから守る政策が必要であることを、多くの方々に伝えて行かなけれ

ばならない。 
また、習慣的喫煙行為は嗜好ではなく、ニコチンという薬物に対する薬物依存の状態で

あり、薬物乱用の第 1 歩でもあることから、海外では Gateway Drug として教育している 2)

ことも周知すべきである。 
 
喫煙開始年齢は 20 歳以降ではない 

喫煙開始時期は、成人以降ではない。米国では、1994 年に米国疾病管理予防センター

（CDC）が、学校での喫煙予防ガイドラインを発表した。同ガイドラインでは、喫煙者の

82％が 18 歳までに喫煙を開始すると報告している 3)。また、日本でも 2001 年に池上が、

喫煙者の 90％は 20 歳までに喫煙を開始し、喫煙者の 98％が 25 歳までに喫煙を開始してい

たと報告している（図 1）4)。 
ほとんどの喫煙者が、15 歳から 20 歳までに喫煙を開始しており、15 歳までに喫煙防止

教育が必要であることを示唆している。喫煙開始時期である学校での喫煙防止教育は、我

が国の喫煙率低下を目指すうえで、極めて重要な役割を担っていると言える。 
 
吸い始める原因・責任は大人や社会にある 

子供から大人への成長過程にある世代は、ちょうど大人たちがしている行為に興味を抱

く時期である。普通に販売され、大人たちが吸っているタバコを、「吸うべきでない」と教

育することには元々無理がある。 
タバコの害や吸うべきでない理由だけでなく、なぜ吸い始めるのか、なぜやめられない

のか、なぜ売っているのかを、バランスよく、上から目線ではなく伝えることがポイント

となる。 
多くの若者が、「大人ぶりたい」「カッコつけたい」「ワルぶりたい」「反抗したい」「試し

てみたい」「仲間と同じ行動をとりたい」といった思春期・反抗期に特有の心理状態から吸
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い始めている事実を伝える。 
図 1 を示して、「大人は吸い始めない」ということを伝え、喫煙は「大人っぽいどころか

子供っぽい行為」であることを気づかせることが重要である。 
また、親がタバコを吸えば子供は受動喫煙を受けるばかりか、タバコを悪いものだと思

わず、自分も将来タバコを吸って病気になるかもしれない。家族に受動喫煙をさせるだけ

でなく、子供たちの未来にも影響を与える可能性があることを、大人たちにこそ伝えなけ

ればならない。 
教師や保護者の方々に、子供たちの前で大人が喫煙する様子を見せること自体が悪影響

を及ぼすことを認識していただき、学校施設やすべての学校行事の場を禁煙とする必要性

をお伝えすることも重要である 5)。 
 
喫煙防止教育の方法と実際 

かつては（現在でも同様かもしれないが）、喫煙者である教師が生徒たちに、「未成年喫

煙防止」という観点の生活指導的な「脅し教育」や、上から目線の「パターナリズム」に

満ちた授業をすることが多かった。このような伝え方では、多感な思春期・反抗期の若者

に受け入れられるわけもなく失敗する。 
また、タバコを吸おうと思っていない生徒に喫煙の害を伝えても意味がなく、受動喫煙

の害をしっかり伝え、仲間内で喫煙しづらい雰囲気を作りだすことも重要である。 
a．喫煙だけでなく受動喫煙の害を伝える 
b．「なぜ吸い始めるのか」を考えさせる 
c．「なぜやめられないのか」を考えさせる 
d．「なぜ売っているのか」を考えさせる 
e．騙されていることに気づかせる 

 
 最後に、筆者が東京都福祉保健局から依頼を受けて監修した学校での喫煙防止教育用の

副読本（図 2～11）を紹介する。小学生・中学生・高校生用に分けて作成し、それぞれの

年齢で分かりやすい内容になるよう努めたが、保護者へのコメントはすべて同一内容とし

た（図 5）。中学生用の内容（図 6～11）を参考までに掲載させていただくので、現場でご

活用いただければ幸いである。 
 

図 1 
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図 2                     図 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4                      図 5 
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 図 6                      図 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8                      図 9 
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図 10                      図 11 
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２．喫煙防止教育の進め方と現状及び今後の課題～先進地域からの報告～ 

ⅰ）世田谷区 

「喫煙防止教育、禁煙治療支援、受動喫煙防止について～現状及び今後の課題～」 

委員  池上 晴彦 

 
 世田谷区におけるタバコ対策は、区内の二つの医師会である世田谷区医師会及び玉川医

師会において、各々設立したタバコ対策委員会を基礎に 2017 年に合同タバコ対策委員会を

設置し、世田谷区教育委員会及び世田谷区と連携して、小中学校における喫煙防止教育、

禁煙治療支援、受動喫煙防止の 3 事業を中心にタバコ対策事業に取り組み、さらに 2019 年

からは本事業をさらに推進するために、世田谷区健康づくり推進委員会の中に、横断的組

織「禁煙支援・健康教育専門部会」を設置し、協議を行ってきている。 
 
喫煙防止教育 

2017 年より玉川医師会で、2018 年から世田谷区医会においても、両医師会共通のスライ

ドを用いて、小学校 6 年と中学校 3 年において実施してきた。児童・生徒に対しる喫煙防

止教育の講義に加えて、その効果評価として、一部小学校で講義直後に児童・生徒に対し

て下記の項目でアンケートを行っている。 
 

Q1 授業で最も印象に残ったことは何ですか。 
Q2 タバコを吸うといけないのはなぜですか。 
Q3 友達から「タバコを吸ってみない？」と誘われたら、どう答えますか。 
Q4 授業の感想を書いてください。 

 
この取り組みを 2020 年度より、実施可能な小学校を拡充して集計することを計画したも

のの、同年初頭からの新型コロナウイルス感染症のために、各校において授業時間の絶対

数の不足とそれに対して主要教科の授業時間確保が優先されるなど授業計画の見直し等に

より、喫煙防止教育については時間確保が困難となったこと等から、現在まで進んでいな

いのが現状である。この点については、各校において喫煙防止授業の年間計画への組み入

れが曖昧であったことが主たる原因と考えられ、加えて各校校長や養護教諭において喫煙

防止教育の意義とその重要性に関する理解が不十分であったこと、各学校医及び学校側と

の意識に開きがあったことなども、一因として考えられる。今後は、新型コロナウイルス

感染と喫煙の関連など新しい知見も含め、喫煙防止教育の重要性を、医師会と区及び教育

委員会が各学校とより緊密に共有し、年間計画の中に喫煙防止教育の時間をしっかり組み

入れていくよう徹底していく必要があると考えられた。 
また今後当面の間は新型コロナウイルス感染の完全収束は見通せないこともあるため、

一時的な学校休止などの可能性も踏まえ、禁煙防止教育のための機会を確保するためには

さらなる工夫が必要と考えられる。オンライン授業も一定レベルで普及していることもあ

り、今後はオンラインでの喫煙防止教育を行う準備をすることを視野にいれていくことも
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必要であると考えられる。 
 
禁煙治療支援と受動喫煙防止 

2020 年の東京オリンピック・パラリンピックを前に、国の健康増進法改正、東京都の受

動喫煙防止条例の施行もあり、禁煙の機運が高まる中、ニコチン依存症のために禁煙困難

者がいまだ少なくない。また一方で、受動喫煙による健康被害に関するエビデンスの蓄積

に伴い、受動喫煙の防止の重要性が高まり、とくに飲食店における受動喫煙は、そこで業

務に従事する 10 代を含む若年層の健康に対して悪影響を与えるため、その防止が、とくに

規制の甘く有害性があまり浸透していない加熱式タバコも含めた受動喫煙防止対策が肝要

だという点で両医師会及び区が意見を一にし、禁煙支援・健康教育専門部会を中心に、協

議がなされた。 
その中で、下記について決定した。 

 
１．禁煙治療支援 
・禁煙治療リーフレット（資料 1） 
・禁煙治療医療機関リスト（資料 2） 

  を 2020 年 3 月に作成し、禁煙治療リーフレットは、各医療機関、薬局等に送付し、希

望者に配布できるようにした。   
   ・禁煙治療体験レポート集 
  ・禁煙治療マップ 
  の作成を決定した。 
 なお、禁煙治療体験レポート集と禁煙治療マップについては、新型コロナウイルス感染

拡大により、作成が遅れている。 
 

２．受動喫煙防止対策 
・受動喫煙防止リーフレット（資料 3-1） 
・加熱式タバコを含む、飲食店における受動喫煙防止リーフレット（資料 3-2） 
を作成し、区内の事業所、飲食店等に配布し、掲示を推奨した。 

 
以上、世田谷区における、両医師会と行政、教育委員会との連携における、タバコ対策

事業として、喫煙防止教育、禁煙治療支援、受動喫煙防止対策に関する取り組みについて

概説した。 
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資料 1 
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資料 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料 3-1                     資料 3-2 
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ⅱ）大田区「大田区における喫煙防止教育の取り組み」 

副委員長  正林 浩高 

 

はじめに 

タバコ対策委員会が行った「タバコ対策を推進するための受動喫煙等に関するアンケー

ト」の中で、『Q6. 未成年者への喫煙防止教育に関してどうお考えになりますか？』の問

いに対して、ほぼ全員の会員が必要性を認識していた（表 1）。 成人喫煙者の多くは中学

や高校時代から喫煙を始めており、そのきっかけは友人や先輩など身近にいる喫煙者から

の誘いである。したがって、子ども達に早い時期からタバコについての正しい知識を与え、

喫煙の誘惑をきっぱりと断ることができるようにすることが、喫煙防止の重要な対策と考

えられる。「喫煙防止教育」はがん教育の一環でもあり、地域の学校保健に携わる医師会が

行うべき活動の一つと考える。 
 

表 1 「タバコ対策を推進するための受動喫煙等に関するアンケート」  

Q6. 未成年者への喫煙防止教育に関してどうお考えになりますか？ 

 件数 構成比 

a. 非常に重要 2318 90.8% 

b. どちらかといえば重要 200 7.8% 

c. 重要ではない 7 0.3% 

d. わからない 15 0.6% 

無回答 12 0.5% 

合計 2552 100.0％ 

 
 
喫煙防止教育事業の経緯 

区立小中学校において「喫煙防止教育」を行うには、教育委員会の協力が欠かせない。

むしろ、教育委員会が主導して進めていく事が、87 校ある区立小中学校全てで標準化され

た授業を継続して実施していくうえで重要と考えた。そこで、大田区三医師会（蒲田、田

園調布、大森）は大田区学校保健会へ働きかけを行い、2016 年 9 月に「喫煙防止教育準備

会」（以下準備会）を立ち上げた。大田区教育委員会を事務局とし、構成メンバーは内科学

校医 4 名、耳鼻科学校医 2 名、学校歯科医 2 名、学校薬剤師 2 名、小学校学校長 1 名、中

学校学校長 1 名、養護教諭 4 名、大田区教育委員会指導課主事 1 名の合計 17 名とした。 
準備会では、大田区立小中学校の現状を知るためにアンケート調査を実施した（小学校

59 校、中学校 28 校）。主な結果は、「喫煙防止教育」は保健体育の授業として実施され、

小学校は 6 年生、中学校は 3 年生で行われていた。小学校の多くは担任教諭が担当してい

たが、17 校で外部講師を招いていた。中学校では、1 校で担任教諭が担当した以外は、保

健体育科教諭が行っていた。教科書を教材として使用していたのは、小学校で 31 校、中学

校 6 校のみであった。その他の学校では担当者や外部講師が作成した教材を使用するなど
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様々であった。また、授業の効果についてアンケート等を用いて評価していたのは、小学

校 18 校、中学校 3 校に過ぎなかった。 
これらの結果を踏まえて、全ての小中学校において標準化された教材を用い、同じレベ

ルの授業を行える体制の構築を検討した。授業に用いる教材は、準備会の内部に資料作成

部会を設けて、内科学校医、学校歯科医、学校薬剤師及び養護教諭の協力により作成し、

教材の内容に関して学校長会や教育委員会の承認を得ることとした。また、授業は各学校

の内科学校医（または耳鼻科学校医）と学校歯科医にお願いすることとし、医師会及び歯

科医師会を通じて協力依頼を行うこととした。大田区喫煙防止教育実施概要は表 2 のとお

りである。 
2018 年 4 月 1 日から、準備会は「喫煙防止教育委員会」として、大田区学校保健会の常

設委員会となった。2018 年度は、パイロットスタディとして小学校のみで授業を行い、2019
年度から、全小中学校 87 校を対象として、希望校からの手挙げ方式で喫煙防止教育の授業

を行った。 
 

表２ 大田区喫煙防止教育実施概要 

1 事業目的 

がん教育の一環として、大田区の子どもたちが、がんに対する正しい知識とがん患者に対する正しい認識

をもつことで、健康と命の大切さについて学び、自らの健康を適切に管理することを目指します。 

2 実施開始年 

2018 年度の開始年度とする。  

3 実施方法 

喫煙防止教育を希望する区立小中学校に学校医が講師として出向く。委員会で作成した教材・資料を使

用し、独自のものは使用しない。授業の進行についても統一したものとする。  

4 講師 

当該校の内科校医（耳鼻科校医）、歯科校医の 2 名が講師となる。  

5 実施対象 

区立小中学校の小学 6 年生および中学 3 年生とする。2018 年度は小学校のみを対象とし、8 校程度を募

集する。実施は学年単位とする。2019 年度からは中学校へも対象を拡げる。（注１）  

6 実施日（2018 年度） 

2018 年 6 月 1 日～2019 年 3 月 15 日のうち１単位（45 分）とし、日程は学校と学校医間で調整する。（注２） 

7 児童（生徒）向けアンケートの実施 

児童（生徒）の喫煙に対する考えやタバコへのイメージの変容や気づきを把握し、今後の喫煙防止教育の

進め方等に活用するための喫煙防止教育受講前と受講後にアンケートを実施する。  

8 教材の決定 

2018 年度喫煙防止教育実施にあたっては、教材として「大田区立小学校高学年用喫煙防止教育教材（大

田区学校保健会編）」を使用し、同教材を紙資料として児童に配布する。なお、「教材（資料編）」は、時間に

余裕がある場合に使用するものとする。2019 年度以降、中学校においては、教材として「大田区立中学校

用喫煙防止教育教材（大田区学校保健会編）」を使用し、同教材を紙資料として生徒に配布する。（注３） 
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注１ 2020 年度からは、全小中学校を対象に学校側の希望による手挙げ方式としている。 

注２ 2019 年度からの中学校では、１単位（50 分）。 

注３ 2019 年 11 月に教材の見直しを行い改訂版を作成し、2020 年度から使用している。 

 
喫煙防止教育の実施 

初年度に当たる 2018 年度は、小学校 6 年生を対象として学年単位で 1 単位（45 分）の

授業を行う事とした。希望調査をしたところ 59 校中 17 校から応募があり、準備会で検討

し、10 校（蒲田 3 校、田園調布 3 校、大森 4 校）での実施を決めた。授業前後で児童にア

ンケート調査を実施し、評価を行った。表 3-1 及び表 4 にアンケート内容を示す。また、

養護教諭及び担任教諭へのアンケート調査も行った。 
児童に対するアンケートで、「1 家族にタバコを吸う人がいますか」の質問に対して、は

い 42.6％、いいえ 57.4％であった（図 1）。「2 近くで、家族やまわりのおとながタバコを吸

うとどんな気持ちがしますか」の質問に対して、気にならない 29.8％、いやな気持ちにな

る 70.2％であった（図 2）。「3 おとなになったらタバコを吸いたいと思いますか」の質問に

対して、「吸う、吸うかもしれない、多分吸わない、絶対吸わない、わからない」の選択肢

で、授業の前後で児童の意識の変容をみた。「吸う」は 0.6％から 0.3％、「吸うかともしれ

ない」は 3.7％から 1.4％とそれぞれ半減した。「多分吸わない」は 19.3％から 7.5％と減少

し、「絶対吸わない」は 68.8％から 86.8％と大きく増加し、「わからない」は 7.6％から 4.9％
であった（図 3）。「吸う」、「吸うかもしれない」と答えた児童 29 名に、複数回答でその理

由を聞いたところ、「どんな味か興味があるから」が 21 名と 7 割を占め、次いで「なんと

なく吸いたい、吸うかもしれないと思ったから」が 12 名であった。「まわりのおとなが吸

っているから」は約 4 分の 1 の 7 名が回答した（表 5）。 
2019 年度は、中学校での授業も開始された。中学校 3 年生を対象として学年単位で 1 単

位（50 分）の授業を行った。2 学期までの実施分は、小学校 12 校、中学校 3 校の合計 15
校だった。中学校での事前アンケートには、「まわりの人からタバコをすすめられたことは

ありますか」との設問を加えた（表 3-2）。 
小学校 12 校の児童に対するアンケートで、「1 家族にタバコを吸う人がいますか」の質

問に対して、はい 43.0％、いいえ 56.1％と 2018 年度に比べて「はい」がやや増加した（図

4）。「2 近くで、家族やまわりのおとながタバコを吸うとどんな気持ちがしますか」の質問

に対して、気にならない 29.8％、いやな気持ちになる 69.0％と前年度とほぼ同じであった

（図 5）。「3 おとなになったらタバコを吸いたいと思いますか」の質問に対して、授業の前

後で児童の意識の変容をみた。「吸う」は 0.9％から 0.3％、「吸うかもしれない」は 3.8％か

ら 1.0％とそれぞれ大きく減少した。「多分吸わない」は 16.0％から 8.5％と半減し、「絶対

吸わない」は 70.2％から 80.3％と増加したが、前年度に比べて 6.5 ポイント減っていた。「わ

からない」は 8.2％から 5.3％であった（図 6）。「吸う」、「吸うかもしれない」と答えた児

童 59 名に、複数回答でその理由を聞いたところ、「どんな味か興味があるから」が 26 名と

5 割弱で、前年度より減少していた。次いで「なんとなく吸いたい、吸うかもしれないと

思ったから」が 21 名であった。「まわりのおとなが吸っているから」は約 2 割の 12 名が回
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答した（表 6）。 
中学校 3 校の生徒に対するアンケートで、「１家族にタバコを吸う人がいますか」の質問

に対して、はい 37.6％、いいえ 60.7％と小学校に比べて「はい」がやや少なかった （図 7）。
「2 近くで、家族やまわりのおとながタバコを吸うとどんな気持ちがしますか」の質問に

対して、気にならない 22.4％、いやな気持ちになる 75.9％と小学校よりも「いやな気持ち

になる」生徒が多かった（図 8）。「3 まわりの人からタバコをすすめられたことはあります

か」の質問では、1.7％の生徒が「ある」と答えた（図 9）。このアンケートは授業の前後に

短時間で記載できるように、設問はなるべく簡単にしている。具体的に誰からすすめられ

たかは問うていないが、中学生では喫煙の誘惑がすでにあるという事がわかった。「4 おと

なになったらタバコを吸いたいと思いますか」の質問に対して、授業の前後で生徒の意識

の変容をみた。「吸う」は 0.3％から 1.4％と増加している。授業の内容が分かりにくかった

のか、反発心なのか、今後担任や養護教諭らと検討していく必要がある。「吸うかもしれな

い」は 5.1％から 2.0％、「多分吸わない」は 18.0％から 8.2％とそれぞれ半減した。「絶対吸

わない」は 66.8％から 83.4％と大きく増加した。「わからない」は 8.1％から 3.7％であった

（図 10）。「吸う」、「吸うかもしれない」と答えた生徒 16 名に、複数回答でその理由を聞

いたところ、「なんとなく吸いたい、吸うかもしれないと思ったから」は半数の 8 名が回答

した。次いで「まわりのおとなが吸っているから」、「どんな味か興味があるから」が 4 名

であった（表 7）。 
養護教諭及び担任教諭に対するアンケートでは、「進め方について：①聞き取りやすさは、

②時間配分は、教材（資料）について：③分量は、④内容の分かりやすさは、⑤児童・生

徒の理解度は」の 5 項目について調査を行った。2018 年度、2019 年度ともに、良いまたは

とても良いとの回答が多かった。一方で、あまり良くないとの評価もみられた。授業を担

当する学校医と学校歯科医には、事前に使用する教材スライドを配布し文書での依頼を行

った。講習会等の形式での研修は行っておらず、担当する学校医・学校歯科医によって事

前の準備に違いがあることが考えられた。また、授業前の学校側との打ち合わせも、充分

に行った学校とそうではない学校があったようだ。 
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表３－１ はじまる前のアンケート （小学校用） 

あなたの性別 （ 男 ・ 女 ）  

   

  1 家族にタバコを吸う人がいますか。  

   ・いる    ・いない 

 ２ 近くで、家族やまわりのおとながタバコを吸うとどんな気持ちがしますか。  

   ・気にならない  ・いやな気持ちになる 

 ３ おとなになったらタバコを吸いたいと思いますか。  

 ・吸う（４へ）   ・吸うかもしれない（４へ）   

 ・たぶん吸わない  ・絶対吸わない  ・わからない 

 ４ どうして「おとなになったらタバコを吸いたい」、「おとなになったらタバコを吸う  

 かもしれない」と思ったのですか。（当てはまるものすべてに○をつけてください）  

 ・まわりのおとなが吸っているから  

 ・タバコを吸っている人がかっこよく見えるから 

 ・タバコのコマーシャルやパッケージを見て興味を持ったから 

 ・どんな味か興味があるから  

 ・なんとなく吸いたい、吸うかもしれないと思ったから 

表３－２ はじまる前のアンケート （中学校用） 

あなたの性別 （ 男 ・ 女 ）  

 

  1 家族にタバコを吸う人がいますか。  

   ・いる    ・いない 

 ２ 近くで、家族やまわりのおとながタバコを吸うとどんな気持ちがしますか。  

   ・気にならない  ・いやな気持ちになる 

 ３ まわりの人からタバコをすすめられたことはありますか。  

 ・ある    ・ない  

 ４ おとなになったらタバコを吸いたいと思いますか。  

 ・吸う（４へ）   ・吸うかもしれない（４へ）   

 ・たぶん吸わない  ・絶対吸わない  ・わからない 

 ５ どうして「おとなになったらタバコを吸いたい」、「おとなになったらタバコを吸う  

 かもしれない」と思ったのですか。（当てはまるものすべてに○をつけてください）  

 ・まわりのおとなが吸っているから  

 ・タバコを吸っている人がかっこよく見えるから 

 ・タバコのコマーシャルやパッケージを見て興味を持ったから 

 ・どんな味か興味があるから  

 ・なんとなく吸いたい、吸うかもしれないと思ったから 

 ・その他  
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表４ おわった後のアンケート （小学校中学校兼用） 

 １ 喫煙防止の授業はわかりやすかったですか。  

 ・よくわかった     ・だいたいわかった   

 ・よくわからなかった  ・ぜんぜんわからなかった 

 ２ 喫煙防止の授業を受けて、タバコにどのようなイメージをもちましたか。  

 （当てはまるものすべてに○をつけてください）  

 ・自分のからだに（ 良くない ・ 悪くはない ） 

 ・自分が吸うとまわりの人のからだに（ 良くない ・ 悪くはない ） 

 ・一度吸うと（ なかなかやめられない ・ すぐにやめられる ） 

 3 おとなになったらタバコを吸いたいと思いますか。  

  ・吸う   

 ・吸うかもしれない   

 ・多分吸わない   

 ・絶対吸わない   

 ・わからない 

  

表５ 平成 30 年度 はじまる前のアンケート（小学校 10 校の合計）  29 名  

４．どうして「おとなになったらタバコを吸いたい」、「おとなになったらタバコを吸うかもしれない」と

思ったのですか。 （複数回答可）  

・まわりのおとなが吸っているから    ７名  

・タバコを吸っている人がかっこよく見えるから  ２名  

・タバコのコマーシャルやパッケージを見て興味を持ったから ４名  

・どんな味か興味があるから    ２１名  

・なんとなく吸いたい、吸うかもしれないと思ったから  １２名  

・その他       ４名  

表６ 令和元年度 はじまる前のアンケート（小学校 12 校の合計） 59 名  

４．どうして「おとなになったらタバコを吸いたい」、「おとなになったらタバコを吸うかもしれない」と

思ったのですか。 （複数回答可）  

・まわりのおとなが吸っているから    １２名  

・タバコを吸っている人がかっこよく見えるから  ９名  

・タバコのコマーシャルやパッケージを見て興味を持ったから ７名  

・どんな味か興味があるから    ２６名  

・なんとなく吸いたい、吸うかもしれないと思ったから  ２１名  

・その他       ２１名  

表７ 令和元年度 はじまる前のアンケート（中学校 3 校の合計） 16 名  

４．どうして「おとなになったらタバコを吸いたい」、「おとなになったらタバコを吸うかもしれない」と

思ったのですか。 （複数回答可）  

・まわりのおとなが吸っているから    ４名  

・タバコを吸っている人がかっこよく見えるから  ２名  

・タバコのコマーシャルやパッケージを見て興味を持ったから ０名  

・どんな味か興味があるから    ４名  

・なんとなく吸いたい、吸うかもしれないと思ったから  ８名  

・その他       ２名  

・未記入       １名  
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おわりに 

大田区では、「がん教育の一環として、大田区の子どもたちが、がんに対する正しい知識

とがん患者に対する正しい認識をもつことで、健康と命の大切さについて学び、自らの健

康を適切に管理することを目指す」ことを目的として、大田区学校保健会に喫煙防止教育

委員会を設置し、2018 年度から喫煙防止教育の授業を開始している。喫煙防止の授業は、

以前から各小中学校独自に行われていた事もあり、希望校からの手挙げ方式で実施した

2019 年度では、喫煙防止教育の授業を行った学校は 2 割程度にとどまっている。また、教

材や授業の進め方に関して、授業を担当した学校医・学校歯科医と担任・養護教諭の双方

からいくつかの意見が寄せられている。これを踏まえて、2019 年 11 月に教材の見直しを

行い教材の改訂版を作成した。 
残念ながら 2020 年度は、コロナ禍の影響もあり、2 学期までの実施は小学校 5 校、中学

校 1 校にとどまっている。今後、実施校を増やしていくためには、授業を担当する学校医・

学校歯科医の理解や協力、研修会の実施等が必要である。また、学校側の理解と協力も不

可欠であり、これらの課題について喫煙防止教育委員会で協議を行い、改善していく予定

である。 
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３．学校現場から～養護教諭の立場から～ 

委員  杉谷 華織 

 
学校では様々な活動を通して、児童生徒の教育を行っている。喫煙防止教育は、小学校

5・6 年生保健体育「病気の予防」、中学校 3 年生保健体育「健康な生活と疾病の予防」で

扱うものである。その時間数は、義務教育の 9 年間で、延べ 2～4 時間であるが、教科のみ

ならず様々な活動を通じて理解を深める機会を提供することが大切であり、今回のアンケ

ートからもその教育機会の重要性が指摘されている。 
また、2019 年 7 月 1 日からは東京都受動喫煙防止条例により、自らの意思で受動喫煙を避け

ることが困難な子どもを守る観点から、高校までの学校などは屋外を含めて敷地内禁煙となった。 
 

養護教諭による喫煙防止教育の様々な活動例 

・授業への参加、協力   
指導者またはゲストティーチャーとして、保健学習指導を行う。学校医や啓発団体

へ協力を仰ぐなど、地域の人材活用をコーディネートする。教科書の内容を踏まえて、

東京都医師会発行「タバコ Q&A（改訂第 2 版）」や、たばこ規制枠組条約（FCTC）、
厚生労働省、農林水産省、日本学校保健会、日本学校歯科医会などの情報を参考に、

資料・情報の提供を行う。  
・特別活動への参加、協力   

児童会、生徒会活動の指導者として、健康生活について児童生徒の視点から呼びか

けの活動を行う。 
例 「5 月 31 日世界禁煙デー」「2020 年、受動喫煙のない社会を目指して～たばこの煙

から子ども達をまもろう～」のテーマから、受動喫煙防止のロゴマーク作製、呼び

かけポスター作製等。 
 

今後の課題 

厚生労働省が 2019 年 11 月に実施した「国民健康・栄養調査」の結果によると、現在習

慣的に喫煙している者の割合は、男性 27.1％、女性 7.6％であり、この 10 年間で、いずれ

も有意に減少している。また、受動喫煙の機会を有する者の割合は、飲食店 29.6％、路上

及び遊技場 27.1％であり、2003 年以降有意に減少している。受動喫煙が健康に悪影響を及ぼ

すことは、科学的に明らかであり、子どもの喘息等のリスクを高めることがわかっている。 
喫煙に対して受動的である児童生徒を、社会全体で守る意識が大切であることは、今回

のアンケートからもうかがえた。しかし、加熱式タバコを含む新型タバコの扱いについて

は、今日現在、この意識からは遠ざかっているように感じられる。さらに、加熱式タバコ

を含む新型タバコが、国民によく理解されないまま飲食店等で容認されている現状は憂慮

するものである。 
学校で行う喫煙防止教育を、より実効性のあるものとするためには、常に新しく正しい

情報を得ることが必須であるが、そのための職員の研修・周知等の機会は十分ではない。 
 受動喫煙防止対策の必要性という共有認識を拡大し、様々な職種の専門家が、受動喫煙

のない社会を目指し、児童生徒、学校教育への理解や協力を進めていくことが重要である。 
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Ⅷ．コロナ禍における喫煙の影響 

アドバイザー  作田 学 

 

喫煙と COVID-19 の重症化 

１．直接的な証拠 
   COVID-19 は、発症から 7 日頃に肺炎が重症化する事が多いことが知られている。

重症化にあずかる因子として厚生労働省は新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診

療の手引き 第 4.1 版において、65 歳以上の高齢者、悪性腫瘍、慢性閉塞性肺疾患

（COPD）、慢性腎臓病、2 型糖尿病、高血圧、脂質異常症、喫煙などを挙げている。

このほとんどの疾患は喫煙によっても起こることが知られている 1)。たとえば、喫煙

は肺を主として約 20 カ所もの発癌リスクを上昇させるし、肺がん患者の 90％に能動

喫煙が関連しているとも言われている。慢性閉塞性肺疾患（COPD）に至っては、そ

の 95％が喫煙者である。慢性腎臓病の末期腎不全の相対リスクは過去喫煙が 1.44、現

在喫煙が 1.91 である。2 型糖尿病の相対リスクは 1.44 倍、脂質異常症や肥満にも喫煙

が大きく関係していることも知られている。このように重症化が認められている疾患

群のほとんどと喫煙が関係している。 
   したがって、過去喫煙、現在喫煙を問わず、喫煙者が COVID-19 に罹患した場合、

重症化することは、むしろ当然である。 
 

２．疫学 
   これまでに多数の報告がメタアナリシスを含めてある。しかし、そこで注意が必要

である。それは、タバコ産業から資金を援助されていると疑われるものが少なからず

存在するからである。そこで、タバコに関する文献を渉猟するうえで、明らかに COI
に違反しているもの、査読を受けていない論文、自らの inclusion criteria に違反してい

るものは、避けなければならない。この意味で、Miyara らの論文、Simon D らの論文

は要注意である。 
   そのうえで、検討に値する論文は 5 つ存在する。 
 

著者       雑誌              喫煙者の重症化・死亡 
Patanavanich2)     Nicotine Tob Res                   1.9   重症化     
Salah3)             Cureus                               2.07   死亡      
Rahman4)          Int J Clin Pract                         1.71 重症化 
Dai5)              China. Front Physiol.                   1.825  死亡 
Kunchok6)          Plos One                             1.3    死亡 

 
   このように、両側検定で、いずれも有意の値が得られており、喫煙が COVID-19 の

重症化や死亡と関連しているということは、すでに確定的な事実である。 
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喫煙による COVID-19 の易感染性 

１．直接的な証拠 
粒子状物質（PM2.5 等）が新型コロナ感染を増やすという論文が Tung ら 7)によって

報告された。その根拠として、ACE2 受容体は新型コロナウイルスの侵入口であること、

PM2.5 などの粒子状物質ばく露による呼吸器官の ACE2 受容体発現増加が動物実験と

ヒト肺胞細胞による実験で確認されていること、PM2.5 ばく露により新型コロナ死亡

率が増加することが疫学的に確認されていることをあげた。 
Wu ら 8)は全米の 3000 郡（カウンティ）の PM2.5（2000 年～2016 年の平均値）と新

型コロナ死亡率の関連について、人口、年齢分布、人口密度、アウトブレイクからの

経過日数、ステイホーム発令からの経過日数、病床数、PCR 検査数、天候、肥満率、

喫煙率など 20個の交絡因子を調整して検討した結果、 PM2.5が 1㎍/㎥増加する毎に、

新型コロナ死亡率が 8%（95%信頼区間 2-15%）増加していた。 
 

 図 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2 
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また、Wu らは屋内の喫煙で PM2.5 は数十～数百㎍/㎥増える（10 ㎍増加で死亡率 80%
増加）ことと、新型コロナ対策のためには屋内完全禁煙が必要であることを説いた。 

PM2.5 が肺に影響をして、COVID-19 にかかりやすくするという動物実験は日本で 

もなされ、最近エンバイロメンタルリサーチに報告されている。それによると、肺の

表面の細胞では、ウイルスがくっつくたんぱく質の量と、ウイルスが細胞に入り込む

のに使われる酵素の量が、数十倍に増えているという。PM2.5 などを取り込むことで、

肺の細胞が、ウイルスが侵入しやすい状態になるという。 
結局、喫煙により PM2.5 が著増する。主流煙には 20,000 ㎍/m3 もの PM2.5 が入って

いる。PM2.5 が増加すると ACE2 受容体の発現が増加する。PM2.5 が 1 ㎍/㎥増加で新

型コロナの死亡率が 8%増加する。受動喫煙によっても同様である。 
 

２．疫学 
イギリスにおける一般住民を代表したおよそ 5 万人の集団を調査したところ、現在

喫煙者は生涯非喫煙者よりも 79%新型コロナ感染リスクが有意に高いことが明らかに

されている 9)。 さらに、Gaiha ら 10)によると、紙巻きタバコ及び電子タバコを使用す

る若者は 新型コロナに感染しやすいという。それによると、新型コロナ感染と診断さ

れた者は、電子タバコだけ使用者（現在及び過去）で 5 倍（95%信頼区間: 1.82-13.96）、
紙巻きタバコと電子タバコの両方使用者（現在及び過去）で 7 倍（95% CI: 1.98-24.55）、
過去 30 日の両方使用者で 6.8 倍（95% CI: 5.43–15.47）多かったという。 
イングランドの Smoking Toolkit Study11) （イングランド住民を代表する集団に対する毎

月調査）では、現在喫煙者の感染率が、生涯非喫煙者より 1.34 倍（1.04-1.73）多い。 
いずれにせよ、喫煙と感染リスクの evidence は十分ではないが、これはすべての患者

が PCR を検査しており、しかもテストは population のランダムサンプリングでなされて

はいない事があげられる。このことはサンプリングバイアスを生じている可能性が高い。 
新型コロナは感染しても無症状の場合が 4 割程度、最近の東京の抗体検査の結果で

は 2/3 程度もあるため、感染者の集団を確定するためには、PCR だけでなく、適正な

標本人口集団を対象に抗体検査も必要である。 
ともあれ、感染率が高いということだけは、PM2.5 のデータとともに、間違いのな

いところであろう。 
 
最後に 

WHO、CDC、厚生労働省が異口同音に新型コロナウイルスの際の喫煙の危険性を説いて

いることはまさに重要であると考える。 
WHO12）: COVID-19 に感染した入院患者において、 喫煙が疾患の重症度及び死亡の 増

加と関連していることを示唆している。 タバコの使用と副流煙への曝露に関連

した有害性が確立していることを考えると、WHO はタバコを使用する人に使

用をやめることを推奨する。  
CDC13）: 現喫煙者あるいは過去喫煙者は COVID-19 において重篤になりやすい。 
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厚生労働省 14）：重症化のリスク因子・65 歳以上の高齢者、悪性腫瘍、HIV 感染症（特

に CD4 <200 /μL）、慢性閉塞性肺疾患（COPD）、妊婦、慢性腎臓病、2
型糖尿病、高血圧、 脂質異常症、肥満（BMI 30 以上）、喫煙、固形臓器

移植後の免疫不全 
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